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資 料

ス ウ ェーデ ン法訳 語 集(2)

萩 原 金 美

Gの 部

gallring公 文 書 の廃 棄 。 「公 文 書 保 存 法(1990:782)」10条 が 定 め る。

garantiavtal① 商 品 等 の 品 質,蝦 疵 に対 す る責 任 等 の保 証 。 商 品 の 引 渡

時 に お け る 品 質 の保 証 はAlmenWgarantie*と よば れ る。 ② 損 害 担 保 契

約 。garant(担 保 人)が 他 の債 務 者 の 債 務 を 引 き受 け る契 約 。 背 後 に

存 す る他 の 債 務 との 関 係 にお い て 附従 的 な場 合 と独 立 的 な場 合 とが あ

る 。 後 者 の場 合 は請 求 に対 して 直 ち に支 払 う義 務 が あ る と され る。 〔①

のAlmen-garantiは,1905年 のk6plag(売 買 法)の 立 法 に決 定 的 な影

響 を与 え たToreAlmen(ウ プ サ ラ大 学 法 学 部 の私 法 教 授,そ の 後 最 高

裁 判 所 判 事)の 名 に 由来 す る。〕

gemensambesittning総 占有 。besittningも み よ。

gemensaminteckning総 合 抵 当 権 価 額 登 記 。 複 数 の 不 動 産 につ い て共 通

的 に行 わ れ るinteckning(抵 当権 価 額 登 記)*。 不 動 産 が 同一 所 有 者 に属

し,か つ 同一 の登 記 機 関 の 管 轄 内 に所 在 す る こ とが 要件 とな る 。

gemensamhetsanlaggning共 用 施 設 。不 動 産 形 成 機 関 に よる審 査 を経 て複

数 の 不 動 産 の た め の共 用 と して設 け られ る永 続 的 な 目的 を有 す る施 設 。

例 え ば私 道,駐 車 場,子 供 の遊 び場,暖 房 ・地 下 水 保 護 設備 等 々 。 「(共

用)施 設 法(1973:1149)」 が あ る 。samfallighetsforening参 照 。

gemensamthaveri共 同 海損 。haveriも み よ。

gemensamtstaraff統 合 刑 。forening,sammantraffandeavbrottも み よ。

generalexekution一 般 執 行 。 債 務 者 の全 財 産 に対 す る 強 制 執 行 す な わ ち
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破 産 の こ と。

generalklausul(法 文 の)一 般 条 項 。 その典 型 例 は 「契 約 法(1915:218)」

36条 。 〔わ が 国 の 民 法90条 等 に相 当 〕

generalpant(generalpantratt)全 体 抵 当権 。 抵 当 権 者 に対 す る全 債 務 の

た め の抵 当権 。

generalprevention一 般 予 防 。 刑 罰 そ の他 の 法 的制 裁 は,制 裁 を課 せ られ

る者 以 外 の 者 に対 して も,そ の 威 嚇 に よ り犯 罪 そ の 他 の 違 法 行 為 を抑

止 す る機 能 を有 す る こ と をい う。 また,制 裁 の重 要 な 一 般 予 防 的機 能

と して 市 民 の モ ラ ル形 成 に間 接 的 に影 響 を及 ぼす 効 果 の あ る こ とが通

常 指 摘 され る。 〔民 事 訴 訟 の証 明 責 任 論 にお い て,法 規 の 市 民 に対 す る

「行 為 方 向付 け機 能 」 が重 視 され る こ と もこれ に 関連 す る。〕

generalrecidiv一 般 的再 犯 。 特 定 の犯 罪 類 型 の再 犯 で は な く,犯 罪 一 般

を繰 り返 す こ と。recidivも み よ。

generisk種 類 物 の。 種 類 の み で 特 定 され る給 付,例 え ば 一 定 数 量 の ガ ソ

リン は種 類 物 とい わ れ る。leVeranSaVtal参 照 。

genfordran(motf6rdran)(相 殺 の)反 対 債 権 。

genkarande反 訴 原 告 。genstamningも み よ。 本 訴 原 告 はhuvudkaandeo

genmale(上 訴 審 にお け る)答 弁 書 。 上 訴 人 の 上 訴状 に対 す る被 上 訴 人 の

答 弁 書 。

genstamning反 訴 。

genusmnperit(商 品 の)種 類 は破 壊 され な い 。特 定物 の売 買 と異 な り,

種 類 物 の 売 買 にお い て は売 主 に とっ て 商 品 の破 壊 そ の他 これ に類 す る

出来 事 に基 づ く給 付 の 履 行 不 能 は生 じな い こ とを表 現 す る文 。

genuskop種 類 売 買 。leveransavtalに 同 じ。

gestor事 務 管 理 人(者)。negotiOrUmgeStioも み よ。

giftoman婚 姻 同 意権 者 。 父,母,後 見 人 の よ う に婚 姻 の成 立 につ い て そ

の者 の 同 意 が 必 要 と され る者 を い う。

giftoratt婚 姻 権 。 一 方 配 偶 者 の 相 手 方 の 財 産 の 半 分 に対 す る原 則 的権

利 。 この権 利 の 存 す る後 者 の財 産 は,前 者 のgiftorattsgods(婚 姻 権 財
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産)と よばれ る。 〔権 利 につ い て 「財 産 分 割 請 求 権 」,財 産 につ い て 「婚

姻 財 産 」 とい う訳 語 もあ る 。〕

gilltgods蝦 疵 ・欠 陥 の な い物 。蝦 疵 ま た は欠 陥付 きの ま ま給 付 され た物

に代 え て しば しば完 全 な履 行 が 請 求 で きる 目的 物(商 品)の こ と。 現

在 の 「売 買 法(1990:931)」 で はomleverans(再 給 付(物))串 と よば

れ る 。売 買 法64条 以 下 参 照 。

godman① 財 産 管 理 人 。②(不 動 産 形 成 に お け る)形 成 執 行 者 。

fastighetsbildningsmyndighet参 照 。 〔godmanは 直 訳 す れ ば 「良 き人 」

で あ るが,法 律 上 様 々 な関 連 で用 い られ て お り,① は最 大 公 約 数 的 な

訳 語 で あ る。〕

godtro善 意 。

godtroende善 意 者 。 善 意 の第 三 者 はgodtroendetredjeman.

g・dtrosforvary善 意取 得 。exstinktivtfang参 照 。

grannelagsratt相 隣 関係 法 。相 隣 関係 に関 す る法 規 。境 界 や 垣 根 の ほか,

騒 音,煙 害 等 環 境 汚 染 行 為 の 避 止 義 務 に 関 す る法 規 を含 む 。 土 地 法3

章 に加 え て 「環 境 法 」 に重 要 な 関連 規 定 が あ る 。

granskningsberattelse現 物 出資 監 査 意 見 書 。 株 式 会 社 設 立 の 際 の 主 と し

てapportegendom(現 物 出 資財 産)*の 評 価 に関 す る意 見 書 。 〔わが 国 の

商 法173条3項 の 「証 明」 「鑑 定 評 価 」 に相 当 す る とい え よ う。〕

granskningsman破 産 監 督 人 。 破 産 債 権 者 の 申請 に基 づ き破 産 裁 判 所 が

任 命 す る,破 産 債 権 者 の た め に破 産財 団 の管 理 を監 督 す る者(「 破 産 法

(1987:672)」7章30条)。

gravationsbevis申 請 に よ り登 記 裁 判 官 が 発 す る,あ る 財 産 に 関 す る

inteckning(抵 当権 価 額 登 記)*そ の 他 の登 記 事 項 に 関す る証 明 書 。

gravbrev墓 地利 用 権 設 定 証 書 。gravratt(墓 地利 用 権)串 を設 定 す る書 面

(に よる法 律 行 為)。

gravratt墓 地 利 用 権 。 「埋 葬法(1990=1144)」 が定 め る。

gripande拘 束 。 警 察 は検 察 官 に よ る逮 捕 の理 由 が 存在 す る場 合,急 速 を

要 す る と きは被 疑 者 の 身柄 を拘 束 す る こ とが で きる(訴 訟 手 続 法24章
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7条)。anhallande参 照 。 〔拘 束 と逮 捕 との 関係 につ い て は,拙 訳 「ス ウ

ェー デ ン刑 事 訴 訟 法 」51頁,24章7条*参 照 〕

grundfortalan請 求 の原 因(事 実)。

grundlagar基 本 法,憲 法 。 現 在 で はregeringsformen(統 治 組 織 法)*,

successionordningen(王f立 継 承 法),tryckfrihetrsf6rordningen(出 版

の 自由 に 関す る法律)*,yttrandefrihetsgrundlagen(表 現 の 自 由 に関す

る基 本 法)*の 四つ(統 治 組 織 法1章3条)。 〔か つ て の基 本 法 につ い て

は,拙 著 『ス ウ ェー デ ンの司 法 』3頁 参 照 。〕

grundlagsandring基 本 法 の 変 更(改 正)。 基 本 法 の 規 定 の 変 更(改 正)

は異 な る総 選 挙 を経 た2回 の 国会 の 議 決 に よ る こ とを要 す る(統 治 組

織 法8章15条)。

grundrekvisit基 本 的 要件 事 実 。 原 告 の請 求 が 認 容 され る た め に必 要 な請

求 原 因事 実 を い う。 例 え ば,債 務 証 書 の 弁 済 期 が 到 来 して い る こ とは

これ に属 す る。motfaktum参 照 。

grupprattegang集 団訴 訟 手 続,ク ラ ス ・ア ク シ ョン。①grupp(集 団)

の構 成 員,② 組 織 ま た は ③ 国 家 も し くは 地 方 自治 体 の機 関 が 訴 訟 委 任

な し に所 定 の 集 団 内 の 者 の 利 益 の た め に 追 行 す る訴 訟 を い う。 ① が

enskiltgrupptalan(私 人 に よ る集 団 訴 訟),② がorganisationstalan

(組 織 訴 訟 〉,③ がoffentiiggrupPtalan(公 的 集 団 訴 訟)と よ ば れ る 。

① の私 人 は法 人 を含 む 。② の組 織 は 消 費 者 団 体 や 労働 者 の 組 織 等 を意

味 す る。 「集 団 訴 訟 手 続 に 関 す る法律(2002:599)」 が あ る。

grupptalan集 団訴 訟 の訴 え,ク ラス ・アクシ ョン。 「集 団 訴 訟 手 続 に関 す る

法律(2002:599)は,grupptalanが なされ る訴 訟(手 続)をgruppratega

ngと よん で い る(2条1項)。

gruvregister鉱 区登 記 簿 。

gruvuratt鉱 業 権 。

guldklausul(guldvardeklausul)金 約 款 。 一・定 量 の 金 に よ る支 払 義 務 を

定 め る契 約 条 項(支 払 は通 常 の ク ロ ー ネで な され るべ きだ と して も)。

gardsarrende住 居 付 農 地 賃 貸 借 。 農 地 賃 貸 借 の 中 で,契 約 の対 象 に住 居
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も含 まれ る もの 。 これ に対 して,そ の 他 の 農 地 賃 貸 借 はsidoarrednde

(副次 的 農 地 賃 貸 借)*と よば れ る。

O
gava贈 与 。 一般 的 に は動 産 ま た は金 銭 に 関 す る無 償 法 律 行 為 。benefik

rattshandlingも み よ。

O
gav・skatt贈 与税 。

9乞lden査r債 務 者 。

gadstakning財 産 分 割 の 際 の債 務 控 除 。 配偶 者 問 にお け る婚 姻 権 財 産 の

分 割 の際,分 割 は 配偶 者 の債 務 を控 除 して行 わ れ る こ と をい う(す な

わ ち そ れ だ け婚 姻 権 財 産 の価 値 が 減 少 す る〉。

garningsculpa(刑 法 の)行 為 過 失 。 行 為 に 関 す る刑 事 責 任 を結 果 との 関

係 に お い て 限 界 付 け る こ と を企 図 す る 法 的形 象 の 呼 称 で,作 為 ま た は

不 作 為 に よ る犯 罪 の既 遂 を意 味 す る損 害 ま た は そ の他 の 結 果 を 「過 失

的 に惹 起 す る こ と」 をい う。 そ れ は行 為 者 が あ る事 象 経 過 に対 す る税

制 ・支 配 を有 して い た こ と,そ の統 制 ・支 配 す る行 為 が 「許 容 され な

い 危 険 の 引 受 」 を包 含 し,か つ この 危 険 の引 受 が発 生 した結 果 に 「関

連 を有 す る こ と」 を前 提 とす る。personnligculpa参 照 。 〔Juridikens

termerの9版(2002)か ら新 登 場 。 もっ と も問 題 自体 は,す で にか な

り以 前 か ら判 例 ・学 説 に お い て取 り上 げ られ て い た。〕

garningsman(刑 法 上 の用 語)行 為 者 。狭 義 で は行 為 者 本 人,広 義 で は共

同 関 与 者(教 唆 等 の 共 犯)を 含 む 。anstiftan,medelbartgarnings-

mannaskap,medgarningsman,medhjalpmedverkantillbrott参 照 。

Hの 部

Haagdomstolenハ ー グ 裁 判 所,国 際 司 法 裁 判 所 。 オ ラ ン ダ の ハ ー グ に 所

在 す る 。

habilitet行 為 能 力 。rattshablitet,processhabilitatも み よ 。

halvgenerisktkop半 種 類 売 買 。 特 定 さ れ た 部 分 の あ る 数 量 の 売 買 。1905

年 の 売 買 法 に よ りleverensavtal(数 量 売 買 契 約)*と さ れ た 。

handelsagent商 事 代 理 人,代 理 商 。 「商 事 代 理 に関 す る法 律(1991:351)」
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が あ る 。 商 事 代 理 人 に つ い て は 同 法1条 が 定 義 を与 え て い る 。

handelsbolag合 名 会 社 。 「合 名 会 社 お よ び 単 純 会 社 に 関 す る 法 律(1980:

1102)が あ る 。

handelbruk商 慣 習 。 「売 買 法(1990:131)」 等 に よ れ ば 任 意 法 規 に優 先

し う る と さ れ る 。

handelsfullmakt支 配 人 の 代 理 権 。prokuraも み よ 。

handelskommission商 事 取 次 。 商 事 取 次 の 受 託 者 はhandelskomissionar

(商 事 取 次 人)と よ ば れ る 。 「取 次 に 関 す る 法 律(1914=45)」 が あ る 。

civilkommisson,kommission参 照 。

handelskop商 事 売 買 。naringsidkare(事 業 者)問 の 売 買 の こ と。 そ の

他 の 売 買 はciviltk6p(民 事 売 買)*。 い ず れ も1905年 のk6plag(売 買

法)が 定 め る概 念 だ が,現 行 の 「売 買 法(1990=931)で は こ の 概 念 自

体 は 消 滅 した 。

handelsregister(合 名 会社 等 の)商 業 登 記 。patent-ochregistreringsverket

(特 許 お よび登 記 ・登 録 庁)が 扱 っ た が,2004年 か ら新 設 のboIagsverket

(会 社 庁)の 所 管 に 属 す る 。 「商 業 登 記法(1974:157)」 が あ る。 なお,株

式 会社 の登 記 はakitiebolagsregister(株 式 会 社 登 記 簿)に な さ れ る(「 株

式 会 社 法(1975:1385)」1章)。

handelsratt商(事)法 。(ス ウ ェ ー デ ン以 外 の)外 国 法 に お い て 用 い ら れ

る 商 業 お よ び こ れ に 類 す る 行 為 に 関 す る 民 事 法 規 の 総 称 。 例 え ば,売

買 法,手 形 ・小 切 手 法,会 社 法 お よ び保 険 法 をaむ 。

handlingsdelikt挙 動 犯,形 式 犯 。beteendedeliktに 同 じ 。effektdelikt

参 照 。

handlingskapacitet行 為 能 力 。rattlighandlingsformogaも み よ。

handlingsprogress(犯 罪)行 為 過 程 。 犯 罪 行 為 が 準 備 か ら着 手 へ,着 手

か ら既 遂 へ と進 行 す る過 程 。

handlaggninng〔dealingwith,disposal,procedure〕 取 扱 い,法 的 処 理

(過 程,活 動)。 最 も訳 し に くい 用 語 の 一 つ 。 書 面 ま た は 口 頭 に よ る審

理,審 査 に相 当 す る(後 者 の 英 訳 〔hearing,trial〕)。 裁 判 所 に お け る 口
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頭 の それ は(口 頭)弁 論 の こ とで あ る。

handlaggare(person(official)inchargeof(handling)a(the)

matter〕 案 件 担 当 者(官)。 独 立 的 に案 件 を準 備 し,審 査(埋)す る

公 務 員 をい う。

handpant質 権 。担 保 物(不 動 産 を除 く)の 引 渡 し を必 要 とす る担 保 権

(商法10章)。 第 三 者 が 占有 す る物 の 引 渡 しにつ い て は 「第 三 者 が保 持

す る物(不 動 産 を除 く)の 質権 設 定 に関 す る法 律(1936:88)」 が あ る。

handrackning①(金 銭 支 払 義 務 以 外 に関 す る)簡 易 訴 訟 。②(所 有 権 留 保

付 き割 賦 販 売 契 約 に お け る)商 品 引 上 げ の 認 可 。 ① 金 銭 支 払 義 務 以外

の 債 務 につ い てkronofogemyndighet(執 行 官 局)*が 所 管 す る 簡 易 訴

訟 。vanlighandrackning(通 常 簡 易 訴 訟)とsarskildhandrackning

(特 別 簡 易 訴 訟)と が あ る。 例 え ば,住 居 等 の 明 渡 しは前 者,不 法 占有

者 か らの 占有 の 回 復 は後 者 に属 す る 。 「支 払 命 令 お よび 簡易 訴 訟 に関 す

る法律(1990:746)」 が あ る。② 所 有 権 留 保 付 き割賦 販 売 契 約 にお け る

債 務 不 履 行 の 場 合 に一 定 の 要件 が 存 在 す る と き,執 行 官 局 は債 権 者 の

申請 に基 づ き,債 務 者 の も とか ら商 品 を引 き上 げ る こ とにつ い て認 可 を

与える。P肖 費 者信 用 法(1992:S30)」130条 以 下 参 照 。なお,handrackning

は そ の他 の意 味 で も用 い られ る。

hastigtmod短 絡 的,偶 発 的 に犯 罪 を行 うこ と。bestmod参 照 。

hatt帽 子 判 決 。 裁 判 所 の構 成 員 間 の対 立 す る見 解 の妥 協 の所 産 とい うべ

き判 決 で,そ れ ゆ え に しば しば理 由 ら しい理 由 が ほ とん ど存 在 しない も

の を指 す俗 称 。

haveri海 損 。gemensamthaveri(共 同 海損)*とenskilthaveri(単 独 海

損)が あ る。

HBhan"elsbolag(合 名 会社)*ま た はhandelsbalk(商 法)の 略 称 。

hedersskuld名 誉 債 務,自 然 債 務 。 法 的 に請 求 で きな い債 務,例 え ば賭

博 金 債 務 の こ と。naturligfordranも み よ。

hemdjur家 畜 。husdjurの こ と。 「家 畜 等 の 管 理(kontroll)に 関 す る法

律(1985:342)」 等 が あ る。 犬,猫 に つ い て は別 に 「犬 お よび 猫 の管 理
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(tillsyn)に 関 す る法律(1943:459)」 等 が あ る。

hemfridsbrott住 居 の平 穏 に対 す る罪(刑 法4章6条1項)。 人 の住 居(敷

地 等 を含 む)に 不 法 に侵 入 し,ま た は留 ま る犯 罪 。 事 務 所,工 場 そ の

他 の 建 造 物 等 に侵 入 しsま た は留 まる行 為 はOlagaintrang(不 法侵 入

罪)を 構 成 す る(同 条2項)。

hemfoljd婚 資 。 両 親 が子 と くに娘 に対 して婚 姻 の 際 に行 う贈 与 の 旧称 。

現 在 のforskottaary(相 続 人 に対 す る生 前 贈 与)*に ほ ぼ相 当 す る。

hemforsaljningslagen「 訪 問 販 売 法(1981:1361)」 。angesratt(ク ー リン

グ ・オ フ の権 利)な ど を規 定 。 そ の 後 「隔 地 契 約 お よび訪 問 販 売 契 約

にお け る消 費 者 保 護 に関す る法 律(2000:724)に よっ て代 替 され てい る。

hemligteleavlyssning秘 密 の 電 信 電 話 の聴 取 。 強 制 捜 査 手段 の 一 つ 。 訴

訟 手 続 法27章18条 等 が 規 定 す る 。 被 疑 者 と弁 護 人 との電 話 等 につ い

て は 許 され な い(22条)。

hemllgteleovervakning秘 密 の 電 信 電 話 監 視 。 強 制 捜 査 手 段 の 一つ 。 訴

訟 手 続 法27章19条 等 が規 定 す る。

hemligstampel秘 密 印(を 押 す こ と)。 公 文 書 に根 拠 法 文 を示 して秘 密 と

す る メモ の こ とをい う。 この い わ ゆ る秘 密 印 は,公 文 書 の公 開 を妨 げる

絶対 的 な もの で は な く(公 開 に対 す る一 種 の警 告 と して のみ作 用 す る と

い わ れ る),公 開 申請 が 却 下 された とき 申請 人 は不 服 の 申立 てが で きる。

hemligttestamente秘 密 遺 言 。konvoluttestamenteも み よ。

hemskillnad離 婚 前 別居 。正 式 の離 婚 の前 に夫 婦 共 同生 活 を試 験 的 に分 離

す る とい う従 前 の離婚 方 式 で,裁 判 所 の判 決 に よっ た。

hemul(譲 渡 人 の)所 有 権 帰 属 責 任 。 所 有 権 取 得 原 因 の 前 主=譲 渡 人 の

譲 受 人 に対 す る,譲 渡 され た 物 の 所 有 権 を譲 受 人 に帰 属 させ る責 任 。

hemulsansvar,hemulskyldigheteと もい う。hemulsmanは 上 記 責 任 を

有 す る譲 渡 人 。

hemvist住 所 。 自然 人 に つ い て はfolkbokf6ring(住 民登 録)零 を して い る

場 所,法 人 につ い て は原 則 と して理 事 会(本 店)の 所 在 場 所 。

hetsmotfolkgrupp民 族 集 団等 に対 す る迫 害 の罪 。公 然 とあ る民 族 集 団
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等 に対 し,そ の 出 自,皮 膚 の色,信 仰 等 を ほ の め か して脅 迫,侮 辱 等

を行 う犯 罪(刑 法16章8条)。

hindersprovning婚 姻 障 害 の 審査 。 婚 姻 前 に お け る婚 姻 障 害 要件 の 審 査

で,男 女 の 一 方 の住 民 登 録 が あ る地 域 に所 在 す る税 務 機 関等 が行 う(婚

姻 法3章)。

hittebarn捨 て子,拾 い子 。無 保 護 の状 態 でfか つ そ の 同 一性 が不 明 の ま

ま発 見 され た子 供 。 国 内で発 見 され た捨 て子 は そ うで な い こ とが 判 明 す

る まで は ス ウ ェ ー デ ン国 民 とみ られ る(「 ス ウ ェ ー デ ン国 籍 に 関 す る法

律(2001:82)」2条)。

hittegods遺 失 物 。

hjalpsfaktum補 助事 実 。 証 拠 事 実 の証 拠 価 値(証 明力)を 増 大 また は減

少 させ る事 実 。 例 え ば,証 人 の 視 力 が 弱 い こ とは証 言 の証 拠 価 値 を低

下 させ うる 。bevisfaktum参 照 。 〔この語 はJuridikenstermerの 最 新

版(9版,2002年)に 初 め て 登 場 した 。他 の辞 典 に は ま だ見 当 た ら な

い 。〕

holografiskttestamente(証 人 な しの)危 急 時 遺 言 。 病 気 そ の 他 通 常 の遺

言 をす る こ とが で きな い危 急 時 に お け る遺 言 でs方 式 が 緩 和 され て お

り,証 人 を必 要 と しない(相 続 法10章3条)。muntligttestamente参

照 。

hom40mbudsmannenmoddiskrimineringpagrundavsexuelllaggning

(性 的傾 向差 別 オ ンブズ マ ン)*の 略 称 。 「労 働 生 活 にお け る性 的傾 向 に基

づ く差別 の禁 止 に関 す る法律(1999:133)」 の遵 守 を監 視 す るオ ンブズ マ

ンで,政 府 が任命 す る。 なお,「 性的傾 向」とは 「ホモ セ ク シ ャル,バ イセ

クシ ャル お よびヘ テ ロセ ク シ ャルの傾 向」 と定義 され てい る(同 法2条)。

h・m・1・gati・n(裁 判所 の)認 可 。 民 事 的 法律 行 為 の 裁判 所 に よる認 可,例

え ば後 見 人 が 行 う被 後 見 人 所 有 の不 動 産 の売 却 に対 す る認 可 をい う。

h・ppanderegress飛 越 し遡 及(償 還 請 求)。 手 形 所 持 人 が 手 形 債 務 者 に

対 し,手 形 債 務 成 立 の 順序 に 関 わ りな く行 う償 還 請 求 の こ と。

hor姦 通 。1937年 ま で は 刑 法 上 の 犯 罪 で あ っ た 。 未 婚 者 との 姦 通 を
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enkelthor,既 婚 者 との そ れ をdoPPelthorと い う。

hot脅 迫 。olagahot参 照 。

hovratt高 等 裁 判 所 。 全 国 に六 つ 存 在 す る 。

..
ovrattsassessor高 等 裁 判 所代 理 判 事 。裁 判 官 養 成教 育 の最 終 段 階 にあ る

法 律 家 。 〔拙 著 『ス ウ ェ0デ ンの 司 法 』129頁 以 下 に,代 理 判 事 を含 む

裁 判 官 職 の詳 しい説 明 が あ る。〕

hovratttsfiskal高 等 裁 判 所 判 事 補 。

hovrattslagman高 等 裁 判 所 部 長判 事 。裁 判 部 の長 。正 式 の官 職 名 であ る。

hovrattsnamndeman高 等 裁 判 所 参 審 員 。 高 等 裁 判 所 に執 務 す る参審 員 の

俗 称 。

hovrattspresident高 等 裁 判 所 長 官 。

hovrattsrad高 等 裁 判 所 判 事 。radman(地 方 裁 判 所 判 事)*と 同格 の 正 規

の裁 判 官 。 正 規 の裁 判 官 職 はfullmakttjanst(授 権 官 職)*で あ る。

hovrattstind高 等 裁 判 所 外 部 集 会(法 廷)。 庁 舎外 で 開 か れ る高 等 裁 判所

の裁 判 集 会(法 廷)。

husbondeansvar使 用 者 責 任 。 被 用 者 等 の 違 法 行 為 に対 す る使 用 者 の損 害

賠 償 責任 ま た は刑 事 責 任 。

husranskan家 宅 捜 索 。 訴 訟 手 続 法28章 が 規 定 す る。

huvudforhandling(民 事 ・刑 事 訴 訟 にお け る)本 口頭 弁 論 。 口頭 主 義 ・直

接 主 義 ・集 中主 義 の原 則 が 支 配 す る。

huvudgaldenar主 債 務 者 。

huvudman① 運 営 主 体 。② 本 人 。① あ る行 政 活 動 に つ い て経 済 的責 任 を

負 う公 的機 関,例 え ば児 童 保 護 に つ い て は 第 一 次 地 方 自治 体,医 療 保

護 に つ い て は県 自治 体 の こ と。② 民 事 法 上 は委 任 者,授 権 者 に同 じ。

huvudorganisation連 合 組 織 。 複 数 の使 用 者 団体 また は労 働 組 合 の 連 合

体 。 連 合 組 織 に 関す る法 的 定 義 は存 在 しな い 。

huvudstol貸 付 金 の元 本 。

huvudtal頭 害ifり。

hypotek抵 当権 。underpantも み よ。
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hyra① 通 常 は建 物 等 賃 貸 借,そ の 賃 料 。② 船 員 の 賃 金 。 ① 動 産 の 賃 貸

借 につ い て も用 い られ る。hyraavl6ssakと い う。長 い 間動 産 の賃 貸 借

は実 際 の生 活 にお い て あ ま り意味 を有 しなか った が,最 近 で は そ の重 要

性 が著 し く増 加 し,ビ ジ ネ ス面 の そ れ で はleasning*が 多 用 され て い る

(こ の語 は 英 米 法 か ら採 られ た もの)。lega参 照 。

hyreslagenjordabalk(土 地 法)*12章 の 別 名 と して しば しば 用 い られ る

(同 章 が建 物等 賃 貸 借 につ い て規 定 して い るの で)。

hyresnamd建 物 等 賃 貸 借 紛 争 等 処 理 委 員 会 。arrendenamandも み よ。

haktning勾 留 。 訴 訟 手 続 法24章 が 規 定 す る 。anhalande参 照 。

haktiningsforhandling勾 留 弁 論 。検 察 官 か ら勾 留 の請 求が な され た と き裁

判 所 が行 う勾 留 問題 を審 理 す る弁 論 の手続 。通 常,弁 護 人 も同席 す る。

haleri賊 物 罪(刑 法9章6条)。efterrocker,fordringshaleri,haleriforseelseも

参 照 。

haleriforseelse賦 物 軽 罪(刑 法9章7条)。

hanvisning差 戻 し。 事 件 を正 当 な管 轄 裁 判 所 に差 し戻 す 旨の 上級 審 の決

定(訴 訟 手 続 法10章20条)。aterforvisning参 照 。

haradsallma.nning(一 種 の)入 会 地 。allmanningも み よ。

haradsdomare地 区 裁 判 所 裁 判 官 。 か つ て のharadsraatt(地 区裁 判 所)串

の参 審 員 の 一 人,通 常 は そ の 長 に与 え られ た名 誉 称 号 。 往 々tingsratt

(地 方 裁 判 所)*で もみ られ る とい う。

haradshovding地 区 裁 判 所 所 長 判 事 。 現 在 の 地 方 裁 判 所 所 長 判 事 に相 当

す る。

haradsratit地 区 裁 判 所 。tingsratt(地 方 裁 判 所)*の 前 身 の 地 方 にお け る

通 常 下 級 裁 判 所 。

harskandefastighet要 役 不 動 産(地)servitutも み よ。

havd不 動 産 所 有 権 の 時 効 取 得 。 土 地 法16章 等 が 規 定 す る 。urminners

havd参 照 。

havningavavtal契 約 の 解 除 。 や や 多 義 的 に用 い られ る が,通 常 は 当初

有 効 な契 約 が 一 方 当 事 者 に よっ て 相 手 方 の 契 約 違 反 を理 由 に解 消 され
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る こ と を 意 味 し,原 状 回復 が 必 要 に な る 。

hogforraderi反 乱 ・外 患罪(刑 法19章1条 等)。brottmotriketssakerhet

(王 国 の 安 全 に 対 す る 罪)*の 中 の 最 も重 大 な犯 罪 形 態 。

hogmalsbrott反 逆 的 犯 罪 。 内 乱 的 騒 乱 罪 そ の 他 国 家 の 内 的 安 全 に対 す る

犯 罪 の 総 称(刑 法18章 〉。brotmotriketssakerhet参 照 。

hogrehand不 可 抗 力 。forcemajeur*に 同 じ。

Hogstad・mstolen,(HD)最 高 裁 判 所 。justitierad,Regeringsratten参 照 。

horsagen〔hearsay〕 伝 聞 証 言 。 〔Juridiskatermerで は 最 新 版(9版,

2002)か ら登 場 。〕

1の 部

icke-devolutivarattsmedel移 審 の 効 力 を有 しな い不 服 申立 て 。 わが 国 に

お け る民 事 訴 訟 法 上 の 「異 議 」,刑 事 訴 訟 法 上 の 「異 議 の 申立 て」 に相

当 す る。

ickeupplosandeaktenskapshinder非 解 消 的 婚姻 障害 。aktenskapshinder

もみ よ。

idquodinterest被 害 者 に とっての特 有 の価 値 。損 害 賠 償 に よって補 償 され

るべ き被 害 者 に とっ ての 特 有 の価 値 。 〔こ の ラテ ン語 は 「利 害 関係(の

あ る もの)」 の 意 。〕verareiaeStimatiO参 照 。

idealkollaltion相 続 分 か らの 生 前 贈 与 額 の 控 除 。kollation(遺 産 分 割 にお

け る生 前贈 与 の参 酌)*の0つ で,生 前 贈 与 自体 は保 持 しうる 。kollation,

realkollaltion参 照 。

ideelforening非 経 済 的 社 団 。 構 成 員 の 理 念 的利 益 等 を促 進 す る こ とを 目

的 とす る社 団 。 政 治 団体,宗 教 団 体,禁 酒 団 体,ス ポ ー ツ 団体,労 働

組 合 な ど。ekonomiskf6rening参 照 。 非 経 済 的社 団 に関 す る法律 は存

在 しない が,重 要 な法規 整 は判例 に よっ て確 立 され て い る。 それ に よれ

ば,法 人 とな る こ とが で き,そ の登 記 は商 業 登 記 な ど と同様 に特 許 お よ

び登 記 ・登 録 庁 に行 う(も っ と も登 記 義 務 は存 しな い)。ekonomiskfo-

rening,underst6dsf6rening参 照 。



(172) スウェーデン法訳語集(2) 13

ideelskada精 神 的 損 害,慰 謝 料 。skada,1yteochmen,svedaochvark

もみ よ。

identifikation同 定 性 。 法 的 にAの 行 為 がB自 身 の行 為 とみ られ る関係 。

A,B問 に法 的 また は事 実 上 密 接 な関係 例 え ば使 用 者 一被 用 者 の 関係 が

あ る と き に存 在 す る 。 積 極 的 同定 性 と消 極 的 同定 性 とが あ る 。 前 者 は

使 用 者 責 任 な どAがBの 行 為 につ い て責 任 を負 う こ とを意 味 す る。 し

か し,通 常 は後 者 の 意 味 で用 い られ る 。例 え ば 第 三 者CがBと 共 に過

失 に よる行 為 でBに 損 害 を与 えた場 合,BのCに 対 す る損 害 賠 償 請 求 が

減 額 また は免 除 され る こ とをい う。 す なわ ち,こ の 場合 にはBがAと 同

定 され,過 失 相 殺 の 問題 が生 ず るわ けで あ る。 〔英 米法 のidentification

とは語 義 が か な り異 な る。〕

identifikationsurkund身 分 証 明書 。

ignorantiajurisnocet法 の不 知 は害 す る 。 法 規 を知 ら ない こ とは法 的 責

任 を免 除 しな い とい う原 則 を表 現 す る文 。

illegalabortt違 法 妊 娠 中絶,堕 胎 。 医 師 そ の他 の者 が こ れ を行 う こ とは

「妊 娠 中絶 法(1974:595)」 に よる犯 罪 で あ るが,妊 婦 自身 に対 す る罰

則 は1975年 に廃 止 され た。barndrap参 照 。

illegitim私 生 児,非 嫡 出 子 。 婚 姻 外 で 出 生 した 子 の か つ て の 呼 称 。

illegitimは 「違 法 な,不 法 な」 とい う意 味 。

illikvid当 座 の 支 払 不 能 。 弁 済 期 の 到 来 した 債 務 額 に相 当 す る通 常 の支

払 手 段(資 産)を 有 しない こ と。insufficiens,obestand参 照 。

illiteratr乱dman素 人 の都 市 裁 判 所 判 事 。 現 在 の地 方 裁 判 所 の前 身 の 一 つ

で あ るradhusratt(都 市 裁 判 所)*の う ち,小 都 市 の 裁 判 所 に存 在 した

法 学教 育 を受 けて い な い裁 判 官 の こ と。

illojalkonkurrens不 公 正 な競 争 。 公 正 な取 引慣 行 に反 す る競 争 の こ と。

illojalmaktutovning(d6tournementdepouvoir)権 限 濫 用 。 公 的機 関 が

そ の権 限 を所 定 の 目的外 に用 い る こ と。objektivitetsprincipen参 照 。

imaginartbrott(inbillatbrott)誤 想 犯 。行 為 者 が誤 って可罰 的 と信 じてい

る行 為(例 え ば婚 姻 中 の 不 貞 行 為)を 意 図 的 に行 う こ と。 もち ろ ん 可
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罰 的 で は な い 。putativetbrottも み よ。

immaterlalratt無 体 財 産 権 。upphovsratt(著 作 権)*,patentratt(特 許

権)*,monsterratt(意 匠権)*,varumarkesratt(商 標 権)*等 さ ら に し

ば しば氏 名権 も包 含 す る法 分 野 の総 称 。

immateriellforfalskining非 実 体 的偽 造 。 文 書 偽 造 そ の もの で は は な く,

例 え ば真 実 保 障 の供 述 書 ・証 明 文 書 に虚 偽 の情 報 を記 載 ・提 供 し,ま

たは真 正 な文 書 の成 立 を否 定 す る こ と(前 者 を積 極 的 非 実 体 的偽 造,後

者 を消 極 的非 実 体 的偽 造 とい う)。 この よ う な行 為 は刑 法15章10条 以

下 が 定 め る犯 罪 であ る。

immateriellskada非 物 質 的 損 害 。ideellskada*に 同 じ。

immissionイ ン ミ ッシ ョン,生 活 妨 害 行 為 。煙 害,臭 気,騒 音等 に よ る

近 隣(不 動 産)へ の悪 影 響 。

immunitet① 治 外 法権,② 元 首 等 の免 責 特 権 。① 外 交 官 等 の特 権 。② 国

家 元 首(国 王,摂 政)の 行 為 は訴 追 され ない こ と,ま た は 国会 議 員 は

訴 追 に対 して一 定 の保 護 を享 受 す る こ と(parlamentarisktimmunitet)*

を意 味 す る。

immutabilitetsprincipen(公 訴)不 変 更 の原 則 。 公 訴 は取 り下 げ る こ とが

で きない とす る 訴訟 法 上 の原 則 。 ス ウ ェ ー デ ン に は存 在 しな い。

impediment無 価 値 の土 地 。

imperativtmandat鵜 束 的授 権 。委 任 者 が 受 任 者 に対 しそ の 権 限 の行 使 に

一 定 の 条 件 を付 した公 法 上 の授 権 。 例 え ば,ス ウ ェ ー デ ン法 で は 国会

議 員 は そ の職 務 の行 使 につ い て選 挙 民 か らの指 示 に拘 束 され ない か ら,

こ れ は輯 束 的授 権 で は な い 。

imp・ssibilliumnullsest・bligatio不 可 能 事 を行 う義 務 は存 在 しない 。不 可

能 事 の履 行 は義 務 付 け られ な い こ とを表 現 す る文 。 〔英 法 に も同一 の法

諺 が み られ る。Thereisnoobligationtoperformimpossiblethings.〕

imputabilitet有 責 性 。行 為 者 の 精 神 的 能力 に基 づ きそ の行 為 につ い て課

せ られ る責 任 。

imputation帰 責 。 あ る行 為 が あ る人 の責 任 に帰 せ られ る こ と(精 神 的 能
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力 に関 わ りな く)。

inabstracto一 般 的 に。個 別 具 体 的場 合 の事 情 を斜 酌 す る こ とな く一 般 的

に考 え る こ と。

incasu～ の 場 合 に。個 別 具 体 的場 合 の こ と。

inconcret① 具 体 的 に,実 際 に。個 別 具体 的 場 合 の 事 情 を甚斗酌 して考 え る

こ と。

inc・ntumaciam被 告 人 不 在 の ま ま(の 判 決 の 宣 告)。 被 告 人 が 国外 に逃

亡 して い る場 合 な ど に は そ の不 在 の ま ま判 決 を宣 告 す る こ とが で きる

(訴訟 手 続 法46章15条a)。

indubio疑 わ しい と きに は。

indubi・mitus疑 わ しい と きは軽 く。 疑 問 が あ る場 合 に は被 告 人 に と っ

て最 も有 利 な選 択 肢 を選 ぶ べ きこ と を意 味 す る刑 法 上 の格 言 。

indubioproreo疑 わ しい ときは被 告 人 の利 益 に。 と りわけ犯 罪 事 実 につ い

て は検 察 官 が 証 明 責 任 を負 う とい う原 則 を表 現 す る文 。

infine終 わ りに(お い て)。 例 え ば あ る条 文 の終 わ りを指 す と きに用 い

る。

infraudemlegis法 律 を回避 して。 故 意 に法 律 を回 避 す る こ と,脱 法行 為

をす る こ と。

inintegrumrestitutio原 状 回復 。reStitUtioinintegrUrnに 同 じ。

inmanummortuam死 手 に(へ)。 不 動 産 の所 有 権 が 自然 人 か ら法 人 に移

転 した と き に用 い られ る表 現 。

innatura現 物 で,自 然 に。現 物 の給 付 また は金 銭 で代 替 で きない 役務 の

給 付 を意 味 す る。

inpleno全 体 会 議 で 。 合 議 制 の裁 判 所 ま た は公 的機i関 にお け る全 構 成 員

に よ る集 会 の こ と。plenumも み よ。

insolidum連 帯 して,全 額 に つ い て 。 連 帯 責 任 の こ と。solidariskt-

ansvarも み よ。

inbordestestamente共 通 遺 言 。複 数 人例 え ば夫 婦 に共 通 の 遺 言 。 同0の

書 面 に な され た複 数 の遺 言 と解 され て い る。 配偶 者 の相 続 権 が 認 め ら
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れ て い る現 在 そ の必 要 性 は,夫 婦 につ い て は 乏 しい が 長 期 間 の 同棲 婚

者 に は存 す る とい われ る。

incest近 親 相 姦 。 直 系 血 族 お よび全 血 の 兄 弟 姉妹 との 肉体 関係 で犯 罪 を

構成 す る(刑 法6章4,6条)。 か つ て は半 血 の兄 弟 姉 妹 との そ れ も可 罰

的 で あ っ た。

incidensfraga附 随 問 題 。 訴 訟 手 続 中 そ れ につ い て決 定 が な され た と き本

案 とは 別 に独 立 の上 訴 が で き る,審 理 また は将 来 の執 行 の た め に有 意

義 な 問 題 の こ と。例 えば 法律 扶 助 の 問題 。

inclupat被 告 人 。

indicium状 況 証 拠,徴 表 。例 えば 指 紋,血 痕 。

indirektskatt間 接 税 。 そ の典 型例 はmervardeskatt(消 費 税)*。

indirektuppsat間 接 的故 意 。dolusindirectusも み よ。

indispensablaaktenskapshinder非 許容 的 婚 姻 障 害 。 公 的機 関 の 許 可 に よ

っ て 除 去 す る こ とが で きな い 婚 姻 障 害,直 系 血 族 お よび 全 血 の兄 弟 姉

妹 の 間 の婚 姻(婚 姻 法2章3条1項)。aktenskapshinderも み よ。

indisispotiv当 事 者 に対 して強 行 的 な 。indispotivtvistemal参 照 。

indispotivr翫tsregel強 行 法 規 。tvinganderateregelと もい う。

indispotivtvistemal非 処 分 権 主 義 的 民 事 訴 訟 。 当 事 者 間 で 和 解 が 許 容 さ

れ な い 民 事 訴 訟 〔わ が 国 の用 語 で い え ば,処 分 権 主 義 ・弁 論 主 義 が 適

用 され ない 民 事 訴 訟 。〕

individualmyndighet独 任 制 の公 的 機 関 。 例 え ばlustitiekanlerambetet

(法務 監 察 長 官 の職)㌔ 〔ス ウ ェー デ ンの公 的 〔行 政 〕機 関 は,歴 史 的 に

高 等 裁 判 所 の 制 度 に倣 っ て作 られ た ので 合 議 制 の ものが 多 い 。〕

individualprevention(specialprevention)(刑 罰 の機 能 と して の)特 別 予

防 。 現 在 で は この 表 現 は法 文 か ら削 除 さ れ てい るが,実 際 の 法 生 活 で

は重 要 な機 能 を果 た して い る 。

ind・ssament裏 書(に よる)譲 渡 。

indrivning債 権 の取 立 て 。 しば しば公 権 力 に よる強 制 を もっ て行 わ れ る

債 権 の取 立 て を意 味 す る 。
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industrielltrattsskydd工 業 所 有 権 保 護i。 特 許 権,商 標 権,意 匠 権,商 号

権 等 の 知 的 財 産 権 に 属 す る 権 利 保 護 の 総 称 。

industrietillbehor産 業 用 従 物 。 主 と し て 不 動 産 上 の 活 動 に用 い ら れ る た

め に備 え ら れ た 機 械 ・設 備(た だ し車 両,事 務 用 設 備,手 道 具 類 は こ

れ に 属 しな い)。

inexigbel執 行 不 可 能 な 。 強 制 執 行 の で き な い(債 権 等)。

informationsforelaggande情 報 供 与 命 令 。konsumentonbudsmanen(消

費 者 オ ン ブ ズ マ ン)*が 発 す る,あ る 情 報 を過 料 の 制 裁 付 き で 供 与 す べ

き 旨 の 「市 場 行 動 法(1995:450)」 に よ る 命 令(21,15条)。

inforsel賃 金 差 押 ・支 払 命 令 。 あ る 者 の 使 用 者 に対 し賃 金 の 一 定 部 分 を

支 払 わ ず,そ の 額 を 扶 養 義 務,公 租 公 課,罰 金 等 の 支 払 の た め に 執 行

官 局 に支 払 う こ とを命 ず る命 令 。1996年 に廃 止 され た。 現 在 のutmatning

avon(賃 金 に対 す る 差 押 え 執 行)に 相 当 す る 。

inhabilitet無 能 力,無 権 限 。

inhibition執 行 停 止 。

injurie名 誉 殿 損 。f6rolampning*,arekrankning*の こ と。

inkassovaxel取 立 委 任 手 形 。 「取 立 て の た め に」 ま た は これ に類 す る条 件 が

表 示 さ れ た 手 形 。

inkassooverlatelse(inkassoindossament,prokuraindossament)取 立 て の

た め の 譲 渡 。 手 形,小 切 手 お よ び 債 務 証 書 を も っ ぱ ら取 立 て の 目 的 の

た め に譲 渡 す る こ と。

inkommunikabelegendom(婚 姻 に お け る)特 有 財 産 。

inkomstskatt所 得 税 。

inkonstitutionell憲 法 違 反 の 。 基 本 法 に 違 反 す る こ と。

inkvisit・riskprocess糾 問 主 義 訴 訟 。ackusatoriskprocess参 照 。

inlag寄 託(の 旧称)。 寄 託 さ れ た物 はinlagsfaと よば れ た。deposion参 照 。

innehavaraktie無 記 名 株 式(券)。

innehavarcheck無 記 名 式(持 参 人 払 式)小 切 手 。

innehavarpapper無 記 名 証 券 。
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innehavarskuldebrev無 記 名 式 債 務 証 書 。 無 記 名 証 券 の 一種 。skuldebev

参 照 。

inrosningsjord耕 作 地,耕 作(可 能)地 。 古 い 法 律 用 語 。 反 対 語 はavro

sningsjord。

insatsrevery出 資 債 務 証 書 。 例 え ば あ る 経 済 的 社 団 へ の 加 入 の 出 資 金

(相 当 額)を 事 後 に 支 払 う こ と を 約 す る債 務 証 書 。

insemination受 精,と くに 人 工 授 精 。artificiellinseminationも み よ。

inskrivning登 記 。 登 記 案 件 は 裁 判 所 に お け る=登 記 機 関 が 取 り扱 う 。 十

地 法19-24章 が 定 め る 。 〔日本 で も戦 前 は裁 判 所 が 登 記 を所 管 して い

た 。〕

inskrivningsdomare=登 言己裁 判 官 。 登 記 機i関 を 主 宰 す る 裁 判 官 。

inslovens支 払 不 能 。 破 産 原 因 に な る 。insuf丘ciens等 参 照 。

instans審 級 。

institut(rattsinstitut)(法)制 度 。 法 的 意 味 と して は 一 般 に社 会 に お け

る 特 定 の 目 的 の た め の 法 規 の 複 合 体 。 例 え ば 質 権 ・抵 当 権 制 度 は,あ

る 担 保 財 産(担 保 物)に 関 す る 法 規 整 を行 う。

instruktion(組 織 ・執 務)規 則 。 公 的 機 関 の 組 織 ・執 務 等 に つ い て 定 め

る 法 令 の 名 称 。 往 々 複 数 の 公 的 機 関 に 共 通 の もの で あ る こ とが あ る 。 例

え ばlansstyrelseinstruktion(県 中 央 行 政 庁 規 則)。juryinstruktionen

参 照 。

instrument証 書,調 書 。 行 わ れ た 法 的 措 置 に 関 す る証 書,調 書 。 例 え ば

遺 産 分 割 証 書 。

insufficiens債 務 超 過 。insolvens参 照 。

insurgent反 乱 者 。 武 装 し た 反 乱 の 一 員 で あ る 者 。

inteckning抵 当 権 価 額 登 記 。 こ の 登 記 が 認 め ら れ る と,登 記 機 関 は そ の

証 拠 と してpantbrev(抵 当 証 券)*を 発 行 す る 。

intellectuell(handlings)forfalskning非 実 体 的(文 書)偽 造 。

immateriellf6rfalskiningも み よ 。

interabsentes隔 地 者 間 の(契 約)。 イ ン タ ー ネ ッ ト契 約 も こ れ に属 す る 。
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interpraesentes在 席 者 間 の(契 約)。

intervivos生 前 の 。

intercessi・n債 務 引 受 。

interimistisktforordnande(beslut)中 間 的 処 分(決 定)。 即 時 に 効 力 が

生 じ,異 な る 処 分 ま た は 確 定 判 決 に 至 る ま で 存 続 す る 裁 判 。

interimsbevis中 間 証 書,株 式 申込 受 付 証 。 株 式 に 対 す る 支 払 が 完 全 に な

さ れ る 前 に,株 式 に対 す る 権 利 の 証 拠 と し て 発 行 さ れ る 証 書 。

internationellprivatratt国 際 私 法 。 往 々,国 籍,外 国 人 の 法 的 地 位 お よ

び 国 際 民 事 訴 訟 法 に 関 す る 法 規 も国 際 私 法 の 範 囲 に属 す る と さ れ る 。

internationellprocessratt国 際(民 事)訴 訟 法 。 外 国 判 決 の 既 判 力,執 行

力 お よ び外 国 破 産 の 意 義 に 関 す る 法 規 も国 際(民 事)訴 訟 法 に属 す る 。

internationellratt国 際 法,国 際 公 法 。 往 々folkr註tt*(publikinterw

natiOnellratt)(国 際 公 法)と 同 意 語 で あ る が,国 際 公 法 お よ び 国 際 私

法 の 総 称 と して も用 い ら れ る 。

internationellstraff(prosess)ratt国 際 刑 事(訴 訟)法 。 国 際 的 法 共 助 の 問

題 な ど を含 む が,国 際 法 上 の 犯 罪 に 関 す る事 項 は こ れ に属 し な い 。

internationellad・mstolen国 際 司 法 裁 判 所(ハ ー グ)。

internationellakoplagen国 際 売 買 法 。1980年 の 外 交 会 議(ウ ィ ー ン)で

採 択 さ れ たConventiononContractsfortheInternationalSaleof

Goods(CISG),konventionominternationellakopavlosegendom

(国 際 物 品 売 買 契 約 に 関 す る 国 際 連 合 条 約)に 基 づ く 「国 際 売 買 に 関 す

る 法 律(1987:822)」 の こ と。

interneing不 定 期 刑 。 か つ て の 刑 事 制 裁 で,1981年 に廃 止 さ れ た 。

interusurium中 間 利 息 。

intervenient訴 訟 参 加 人 。ordlnarintervenient(通 常 参 加 人)とspa

lvstandiginervenient(独 立 参 加 人)と が あ る(訴 訟 手 続 法14章9条

以 下)。 〔拙 訳 「訳 注 ス ウ ェ ー デ ン訴 訟 手 続 法(1)」98頁 以 下 参 照 。〕

intervention① 訴 訟 参 加,② 参 加,介 入 。 ② の 場 合 に は,一 般 に 債 務 者

に 対 す る 求 償 権 を 有 し な い 。 〔わ が 国 の 手 形 法55条 以 下 の 「参 加 」 を
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参 照 。〕

intestatary無 遺 言 相 続 。 遺 言 に よ らず,親 族 関 係 に 基 づ く相 続 。

intressejurisprudens利 益 法 学 。 法 的 紛 争 の 解 決 を ,法 律 学 が 形 成 した 概

念 の 分 析(begreppsjurisprudens(概 念 法 学)*の よ う に)に よ っ て で

は な く,対 立 す る利 益 の 考 量 に よ っ て 行 お う とす る 法 律 学 の 立 場 。 〔ス

ウ ェ ー デ ン 的 理 解 を 示 す た め に辞 書 的 定 義 を そ の ま ま 掲 げ た 。〕

intressekollision利 益 衝 突 。 刑 法 上 の 用 語 で,一 般 に は 可 罰 的 な行 為 が よ

り大 き な利 益 を擁護 す る た め に適 法 と さ れ る こ と を い う。 例 え ば,犯 罪

者 の 身 柄 を拘 束 す る 場 合 に 抵 抗 を受 け た と き,本 来 は 可 罰 的 で あ る 暴

力 を用 い る 警 察 官 の 権 利 。

intrang侵 害 。 損 害 の 特 別 な 形 態 。 しば し ばintrangochskada(侵 害 と

損 害)と 併 記 さ れ,こ の 場 合 は 通 例 財 産 ま た は 権 利 の 自 由 な 享 有 の 将

来 に お け る侵 害 に 関 わ る 。 と くに 知 的 財 産 権 に つ い て 問 題 に な る 。

intrangiforvar保 管 の 侵 害 罪(刑 法4章9条)。brytandeavpost-eller

telhemlighetも み よ 。

invallning堤 防 の 防 護 に よ る 下 拓 。 そ の 地 域 を 堤 防 に よ り溢 水 に 対 して

防 護 す る 干 拓 。

investmentbolag〔investmentcompany〕 投 資 会 社 。

invindikabel(占 有 を)回 復 す る こ と が で き な い 。vindikation参 照 。

invisninganvisning(指 図)の 旧 称 。anviSningも み よ。

invandning抗 弁(権)。 実 体 法,訴 訟 法 上 の 抗 弁(権i)が あ る。bestaende

invandning,processinvandning,sakinvandningも み よ。

ipsojure法 律 上 当 然 に。

istadaratt(representationsratt)代 襲 相 続 権 。

ITinformationsteknik(情 報 技 術)の 略 語 。

IT-rattIT法,デ ー タ法,情 報 法 。 もっ と も,ITに 関 す る法 的 諸 問 題 は既

存 の 契 約 法,刑 法,行 政 法 な ど の 領 域 内 で 解 決 し う る とす る 見 解 も有

力 で あ る 。

iteration再 犯 。
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iuranovitcuria裁 判 所 は法 を 知 る 。jUranovitcuriaも み よ 。

Jの 部

jaktkort狩 猟 手 数 料 支 払 済 証 。

JKjustitiekanslern(法 務 監 察 長 官)の 略 称 。justitiekanslernも み よ 。

JOjustitieombusmannen(司 法 オ ンブズマ ン)の 略 称 。justitieombusmannen

もみ よ 。

jordbalken土 地 法 。 不 動 産 法 の 分 野 に お け る,基 本 的 規 定 を 収 め る 法 律 。

jordbruksarrende農 地 賃 貸 借 。gardsarrende参 照 。

jordbruksb・lag農 業 会 社 。

jordregister不 動 産 登 記 簿 。fastighetsregisterも み よ。

judex裁 判 官 。

judexdebetjudicaresecundumallegata判 決 は 当 事 者 が 主 張 した も の 以 外

の 法 律 事 実 に 基 づ く こ と は で き な い(と い う法 原 則 の 表 現)。

judicium裁 判 所,司 法 判 断 。

judikatur判 例,裁 判 例(の 総 称)。

juranovitcuria(juranoscitcuria)裁 判 所 は 法 を 知 る 。damihifactum,

tibijus参 照 。

jurefisci私 法 的 主 体 と し て の 国(の 行 為)。

juridicus裁 判 官 。

juridik法 律 学 。

juridiskforening法 律 家 協 会 。 大 学 法 学 部 の も と に 形 成 さ れ る 協 会 。 法

学 部 学 生 に相 互 間 の 交 流 と先 輩 の 理 論 家 お よ び 実 務 家 の 先 輩 と の よ り

密 接 な接 触 の 機 会 を 与 え る こ と を 目 的 と して,1844年 に ウ プ サ ラ で 設

立 さ れ た も の が 最 初 で,つ い で1884年 に ル ン ドで 結 成 さ れ た 。 と り わ

け 法 学 研 究 に対 す る 関 心 を 保 持 す る た め の 議 論 を 行 う集 会 を 開 催 し て

い る 。

juridiskencyklopedi法 律 学 百 科 。 法 学 部 に お け る か つ て の 科 目 の 一 つ で,

現 在 のallmanr益ttslara(一 般 法 理 論,法 理 学)*に ほ ぼ 相 当 す る(も っ
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と基 礎 的 な もの だが)。

juridiskperson法 人 。例 と して,国 家,地 方 自治 体,会 社,財 団 法 人

(基 金),遺 産財 団,破 産 財 団 。

jurimetrik量 的 分析 方 法 に よ る裁 判 例 の分 析 。

juris法 の(jusの 所 有 格)。

jurickandidat法 学 士 。大 学 法 学 部 にお け るjuriskandidatexamen(法 学

士 試 験)に 合 格 した者 一法 学 部 を卒 業 した者 に与 え られ る称 号 で,jurist

(法 律 家)と は法 学士 を意 味 す る。 この試 験 は わが 国 の 司 法 試験 に相 当

す る。

juriclicentiat法 学修 士 。 法 学 士 と法 学博 士 との 問 の学 位 。 〔一応 「修 士 」

と訳 したが,ス ウ ェ ー デ ンの博 士 論 文 は ドイ ツ の教 授 資 格 論 文 に 匹敵

す る の で,licentiat論 文 は ドイ ツの博 士 論 文 にほ ぼ相 当 す る とい っ て よ

い か と思 わ れ る。 な お ,こ れ はス ウ ェ ー デ ンの伝 統 的 な学 位 で あ る。〕

jurisdictiocontentiosa司 法,裁 判 運 営 。

jurisdictiovoluntaria非 訟(事 件)。 例 え ば,不 動 産 に関 す る各 種 の登 記,

養 子 縁 組 な ど。

jurisdiktion裁 判(管 轄)権 。

jurisprudens法 律 学 の 旧称 。 現 在 で はbegreppsjurisprudens(概 念 法

学)*の よ うに,や や軽 蔑 的 な意 味 合 い を こめ て用 い られ る こ とが 多 い 。

〔こ の 説 明 はJuridikenstermerの8版(1993)に よる 。9版(2002)

で は この 説 明 部 分 が 削 除 され て い る。〕

jury陪 審 。 ス ウ ェ ーデ ンで は 「出版 の 自由 に関 す る法 律 」 お よび 「表 現

の 自 由 に 関 す る基 本 法 」 違 反 の 訴 訟 に お け る犯 罪 事 実 の 存 否 につ い て

陪 審 に よる判 断が 行 わ れ る。 陪 審 員 はjuryman。

juryinstruktion陪 審 員 等 に対 す る指 示(規 定)。 「出版 の 自由 に関す る法

律 」 お よ び 「表 現 の 自 由 に 関 す る 基 本 法 」 違 反 の訴 訟 にお け る陪 審 員

等(捜 査 ・訴 追 機 関 も含 む)に 宛 て た,こ の 二 つ の 自由 の 濫 用 に対 す

る 罰 則 の適 用 は慎 重 か つ 制 限 的 で あ るべ き旨 を指 示 す る法 規 定(出 版 の

自由 に関 す る法律1章4条1項,表 現 の 自由 に関 す る基 本 法1章5条)。
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〔前 者 の訳 文 は,拙 著 『ス ウ ェー デ ンの 司 法 』251頁 に あ る。 後 者 も基

本 的 に同 一 で あ る。〕

jUS法 。

jusaequum衡(公)平 な法 。 裁 判 所 が 自 由裁 量 で個 別 事 件 を裁 判 で き

る と きにjusaequumが 存 在 す る とい わ れ る。 そ の 反対 に,裁 判 所 が厳

格 に具体 的 法 規 を遵 守 適 用 しな けれ ば な らな い と きはjusstrictum(厳

格 な法)が 存 在 す る とい わ れ る。

juscogens強 行 法(規)。

jusdispositivum任 意 法(規)。 ス ウ ェ ー デ ン語 で はdispositivratt。

jusnaturae(naturale)自 然 法 。

jusprotectionis保 護 権 。外 国 に お け る 自国民 の 利益 を保 護 す る た め に介

入 す る 国家 の権 利 。

jussanguinis血 統 主 義 。出 生 に よ り両 親 またはその一 方 の国籍 を取 得 す る

とい う主 義 。

jussequelae(獲 物 の)追 求 権 。forfoijningsrattも み よ。

jussoli出 生 地 主 義 。 出生 した 国 の 国籍 を取 得 す る とい う主 義 。

justollendi収 去 権 。 例 え ば,賃 借 人 が 賃 借 物 に 附属 させ た リノ リ ウ ム

床 を立 退 きの 際 に収 去 す る権 利 。

justering更 正 。記 録 の 内 容 を訂 正 し,そ の 正 当性 を確 証 す る措 置 。

justeringavatal訴 追 の 変 更 。 原則 と して 許 容 され な い(訴 訟 手 続 法45

章5条)。

justitiekanslern(JK)法 務 監 察 長 官 。 「出版 の 自由 に関 す る法 律 」 お よび

「表 現 の 自由 に 関す る基 本 法 」 違 反 の事 件 にお け る検 察 官 で あ り,か つ

裁 判 官 や 上 級 公 務 員 に対 す る訴 追 を行 う権 限 を有 す る 。 また,政 府 の

最 高 の法 律 顧 問 とさ れ る 。kronjurist参 照 。 〔英 訳 は0般 にattorney

generalで あ るが,こ れ に引 きず られ て法 務 総 裁 な ど と訳 す る の は適 切

で な い 。 法 務 大 臣 も検 事 総 長 も別 個 に存 在 す るか らで あ る。 政 府 の 最

高 の弁 護 士 か つ 国 会 の任 命 す る司 法 オ ン ブ ズ マ ン に対 応 す る 政 府 任 命

の オ ンブ ズ マ ン と考 え れ ば い く らか分 か りや す くな るで あ ろ う。〕
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justitiem・rd司 法 殺 人,誤 判 に よる無 実 者 の処 罰 。 本 来 は冤 罪 に よる死

刑 判 決(の 執 行)の 意 味 で あ るが,や や 劇 的 な 日常 語 の 表 現 と して用

い られ る(ス ウ ェ ー デ ン に は現在 死 刑 は存 在 しない)。

justitieombudsmannnenn(JO)司 法 オ ン ブズ マ ン。1809年 の 統 治 組 織 法

に よ り設 け られ た職 。 国 会 が 任 命 す る。1974年 の 統 治 組 織 法 に よ り

riksdagensombudsman(国 会 オ ンブ ズ マ ン)*と 名 称 が 変 更 され たが ,

依 然 と して 旧称 も用 い られ て い る。

justitierad最 高 裁 判 所 判 事 。最 高 裁 判 所 の 長 官 も正 式 の 官 職 名 と して は

同一 で あ る。

justitieutskott(JU)国 会 の 司 法 委 員 会 。 司 法 制 度 お よび刑 事 法 関係 の立

法 案 件 につ い て準 備 ・審 議 す る委 員 会 。lagutsokott参 照 。

justustitulus正 権 原 。

jamstalldhetsnamnden(男 女)平 等 委 員 会 。(男 女)平 等 オ ン ブズ マ ンの

申立 て に基 づ き使 用 者 に対 す る過 料 の発 令 等 を行 う。

j五mst甜dhetsombudsmannen(男 女)平 等 オ ンブ ズ マ ン。 使 用 者 にjam-

stalldhetslag(「 平 等 法(1991:433)」)一 労 働 生 活 にお け る男 女 の平 等

を促 進 す る こ とを 目的 とす る法 律 一 を遵 守 させ る こ と を主 た る職務 とす

る(同 法31条)。

jarnbord火 審,熱 鉄 神 判 。 中世 に行 わ れ た神 判 の 一 つ で,無 実 証 明 の た

め に,被 告 人 に熱鉄 を持 つ か そ の上 を歩 かせ る こ と。 〔わ が 国 の盟 神 探

湯 に類 す る。〕

j五v① 除斥 ・忌 避,② 請 求 の 正 当性 に 関 す る異 議 。 ① ス ウ ェ ー デ ン法

は除 斥 と忌 避 と を区別 してい な い。 その比 較 法 的 特 徴 の一 つ は,除 斥 ・

忌 避 が 検 察 官,警 察 官 そ の他 の 公 務 員 等 に つ い て も存 在 す る こ とで あ

る。(例 え ば 「訴 訟 手 続 法 」7章6,9条,「 行 政 手 続 法(1986:223)11

条)。 ② 例 え ば破 産 にお け る届 出債 権 に対 す る異議 。

jayspr・CeSS(破 産 法 の)異 議 訴 訟 。 争 い の あ る破 産 債 権 の 確 定 に関 す る

訴 訟 。
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Kの 部

kabinett内 閣 。 全 体 と して のstatsradet(大 臣)*の 名 称 。regering,

ministarは 同 意 語 。

政 府 内 の 「内部 的 サ ー ク ル」 の意 味 で もあ りう る。

kallesepaokandaborgenarer未 知 の債 権 者 に対 す る催 告,公 示 催 告 。

preklusion参 照 。

kammarratt行 政 欝 裁 判 所 同裁判 所 の裁 判 官 に は,kammarrattspresident

(長官),kammarrattslagman(行 政 高等 裁 判 所 部 長 判事),kammarrattsrad

(行 政 高等 裁 判 所 判 事),kammarrattsassesor(行 政 高 等 裁 判 所 代 理 判

事),kammarrattfiskal(行 政 高 等 裁 判 所 判 事 補)が 存 在 す る。

kammaraklagare地 方検 事 。aklagarekammar(地 方 検 察 庁)*の 検 察 官 。

かつ て はス トック ホル ム,イ ヨー テ ボ リ,マ ル メ の三 大 都 市 にお い て 第

一
,二 審 の 管 轄 に属 す る通 常 刑 事 事 件 の 捜 査 ・公 訴 の 追 行 を行 う検 察

官 の 名称 だ っ た 。 なお,長 はchefsaaklagare(地 方 検 事 長,検 事 正),

vicechefsaklagare(副 地 方 検 事 長,次 席 検 事)。

kanoniskratt教 会 法,カ ノ ン法 。

kanslidom事 務 局 判 決 。 当 事 者 の面 前 で 言 渡 しを しな い で,あ る時 点 に

裁 判 所 の事 務 局(書 記 官 室)で 交 付 す る判 決(訴 訟 手 続 法17章9条2

項)の 慣 用 的呼 称 。

kapningハ イジ ャック罪(刑 法13章5条a)。 航空機 船舶等 をハ イジ ャ ック

す る犯 罪 。

kaskoforsakring輸 送 機 関 に対 す る保 険 。 積 荷 や乗 客 に対 す る保 険 で は

な く,船 舶 保 険 等 輸 送 機 関 自体 に対 す る保 険 。

kassationsd・mstol破 棄 裁 判 所 。 上 訴 に基 づ き,実 体 的 判 断 をす る こ とな

く下 級 裁 判 所 の 判 決 を取 り消 し,事 件 をそ の 裁 判 所 ま た は他 の裁 判 所

に差 し戻 す 上 級 裁 判 所 。 この 措 置 がkassation(破 棄)と よ ば れ る 。行

政 高 等 裁 判 所 お よび 行 政 最 高 裁 判 所 は,地 方 自治 体 の 決 定 の法 適 合 性

に 関 す る 問 題 に つ い て は破 棄 裁 判 所 で あ る 。appelationsdomstol,
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revisionsdomstol参 照 。

kataster公 図付 き不 動 産 登 記 簿 。 通 例,全 部 の不 動 産 の地 図 が 付 い た不

動 産 登 記 簿 の こ とを い う。

kausalutfastelse原 因 約 束 。例 え ばskuldebrev(債 務 証 書)*は 債 務 者 の

支 払 義 務 の 原 因 を与 え る(抽 象 的 な約 束 は 原 因 を与 え な い)。 同様 に

kausalavtal(原 因 契 約)と い う語 も用 い られ る 。

kausalitet因 果 関係 。orsakssammanhangと もい う。

kausalitetregeln因 果 関係 ル ー ル 。保 険 法 上 の原 則 で,保 険 契 約 者 の不 当

な行 為 例 え ば告 知 義 務 違 反 の 場 合,保 険 業 者 は そ の 行 為 が 保 険事 故 の

発 生 また は損 害 の 範 囲 に意 味 が な い程 度 で の み 責任 を負 う とい う もの 。

kautel法 的監 督 措 置 。例 え ば,後 見 人 に よ る被 後 見 人 の 財 産 の管 理 の監

督 に 関す る法 規 定 。

kaution保 証 。 あ ま り使 用 され ない 言 葉 。borgenに 同 じ。

kedjaチ ェ ー ン ス トア,連 鎖 店 。 商 業 店 舗 の グ ル ー プ化 。 例 え ばICA

(有名 な全 国 的 ス ーパ0チ ェー ン)。 ス ウ ェー デ ンで は競 争 を制 限 す る共

同事 業 の 禁 止 に対 す る特 別 の例 外 的 地 位 を享 受 す る。

klagande上 訴 人 。

klander(遺 言 等 の)取 消 し ・変 更 の 申立 て 。

klanderbarhet取 消 可 能 性 。 一 般 にangriplighetに 同 じ。

klyvning共 有 地 の分 割 等 。fastighetsbildningも み よ。

kodicill遺 言 書 の追 加 条項 。 相 続 法10章6条 が 定 め る。

k・difikati・n① 体系 的 法 典 化 。② 不 文 法 の 成 文 法 化 。

kollation遺 産 分 割 に お け る生 前贈 与 の参 酌 。idealkollation,realkolaltion

もみ よ。

kollegialbeslutform・ 合議 制,合 議 的 決 定 形 態 。 裁 判 所 お よび これ に類似

す る機 能 を有 す る公 的機 関 が 評 決 に よ っ て判 断 を行 う こ と。

k・llegiald・mst・1合 議 体 裁 判 所 。ensamdomsto1参 照 。

kollektivbeslutform集 団 的 決 定 形 態 。 政 治 的集 会,地 方 自治 体 の公 的機

関 の 集 合 的 決 定 お よ び多 数 の 国 家 的機 関 が採 用 す る 。 そ の特 色 は,評
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決 に あ た っ て 二 つ の 対 立 す る 提 案 が 存 す る こ と,構 成 員 は 評 決 が

myndighetsut6vning(職 権 の 行使)*に 関 しな い 限 り関与 す る こ とを要

しない 点 に あ る。

kollektivavtal労 働 協 約 。使 用 者 また は使 用 者 の組 織 と労働 者 の組 織 との

間 の,労 働 者 の 雇 用 条 件 等 に 関す る書 面 に よる契 約 。 「労 働 生 活 にお け

る共 同 決 定 に 関 す る法律(1976:580)」23条 以 下 に定 め られ て い る。

kolektivdelikt包 括0罪 。

kollektivmarke集 合 商 標 。 事 業 者 の連 合 体 が 構成 員 の商 品 ま た は役 務 に

つ い て用 い る た め に取 得 し うる商 標 の形 態 。 公 的機 関 等 も取 得 し うる 。

「集 合 商 標 法(1960:645)」 が あ る。

kollektivpass集 合 旅 券 。 特 別 旅 券 の 一 種 で,最 低10名 以 上 の者 が 特 別

に組 織 され た 外 国 旅 行 を行 う場 合 な ど に グ ル ー プ に発 給 され る旅 券 。

「旅 券 令(1979:664)」6条 以 下 が規 定 す る。

kollektivprokura共 同 支 配 人 権 。prokuraも み よ。

kollisionsmrm(国 際 私 法 の)抵 触 規 定,衝 突 規則 。

k・llusi・n①(広 義 の)証 拠 隠 滅,② 害 意 に よる法 律 行 為 。① 被 告(人)

等 が 証 拠 を隠 匿 し,証 人 を して 自分 に有 利 な 証 言 を させ る な ど して 事

件 の 審 理 に悪 影 響 を与 え る こ と。 ③ 法 律 行 為 が 害 意 を も っ て な され る

こ と。

kollusionsfara証 拠 隠滅 の お そ れ。 勾 留 の事 由 の一 つ(訴 訟 手 続 法24章

1条)。haktning参 照 。

kombinati・n結 合 合 併,新 設合 併 。 新 た な会 社 の 設 立 に よ る会 社 の合 併 。

kombinatinspatent〔combinationpatent〕 結 合 特 許 。

kommanditbolag合 資 会 社 。 若 干 の 社 員 が 有 限 責 任 を有 す る 商 事 会 社 。

「合名 会社 お よび単 純会社 に関す る法律(1980:1102)」3章 が定 め る。

kommnditdelagare(kommanditist)有 限責 任 社 員 。komplementar参 照 。

kommensurabel同 一 の 単 位 で計 測 で き る 同種 類 の(債 権)。komputabel

もみ よ。

kommission取 次 。広 義 で は委 託 に基 づ き他 人 の計 算 にお い て 自己 の名 で
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契 約 そ の他 の法 律 行 為 を行 う全 て の場 合 を包 含 す る。 「取 次 に関 す る法

律(1914:45)」 は物 品,有 価 証 券 また は そ の他 の 不 動 産 以 外 の 財 産 の

売 買 に関 す る取 次 につ い て の み 定 め る。 取 次 の委 託 者 はkommittent,

受 託 者=取 次 人 はkommissionarと よば れ る。handelsagnet,handels-

kommission参 照 。 〔kommissionarは 英 語 のcommissionmerchantに

相 当 しよ う。commissionbrokerと は異 な る。〕

K・mmissi・nen(Europeiskakommisionen)欧 州 委 員 会,コ ミ ツ シ ョ ン。

EU分 野 にお い て立 法 ・政 策 の提 案,政 策 執 行 そ の他 広 範 な任 務 ・権 限

を有 す るEUの 機 関 。

komrnisionarsbolag取 次 会 社 。 自己 の 名 で 他 の 会 社,通 常 は親 会社 の計

算 で 事 業 活 動 を行 う会 社 。

komissivdelikt作 為 犯 。

kommun(第 一 次)地 方 自治体 。primarkommun,sekundarkommunsも

み よ。 〔わ が 国 の市 町村 に類 す るが,規 模 的 に はほ ぼ市 に相 当す るといっ

てよい 。〕

kommunalvetora.tt地 方 自治 体 の拒 否 権 。 当該 関係 地 方 自治 体 が 反対 意

見 を述 べ た場 合 に は 国家 機 関 に よる 許 可 が 与 え られ な い とい う特 別 の

法 的効 果 。

kommunalbesvar地 方 自治 体 抗 告 。 地 方 自治 体 の 機 関 の 決 定 が 地 方 自治

関係 法 規 に違 反 す る こ とを理 由 とす る行 政 高 等 裁 判 所 に対 す る抗 告 。現

在 で は廃 止 され,laglightetspr6vning(合 ま去性 審 査)*が これ に代 わ って

い る。 〔ハ ンス ・ラ0グ ネ マ ル ム ,拙 訳 『ス ウ ェ ー デ ン行 政 手 続 ・訴 訟

法 概 説 』123頁 以 一ド参照 。〕

kommunalforbund地 方 自治 体 連 合 。複 数 の地 方 自治体 が その 行 政 事 務 を

共 同 して 処 理 す るた め の連 合 。

kommunalforvaltinig地 方 自治 体 行 政 。狭 義 で は地 方 自治 体 の 行 政 機 関

の職 務 活 動 を意 味 す るが,広 義 で は選 挙 に よ る代 表 の そ れ を含 む 。 す

な わ ち,kommunalasjalvstyrelsen(地 方 自治)を 表 現 す る。

kommunfullmaktige〔10cal(government)council〕 地 方 自治 体 参 事 会,
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議 会 。 〔地 方 自治体 に お け る主 要 な行 政 職 は ほ とん ど こ こで選 出 さ れ る

の で,わ が 国 の議 会 とはか な り異 な る。 また,厳 密 な意 味 で わが 国 の市

町村 長 に相 当す る職 もス ウ ェ ーデ ンに は存 在 しな い。 参 事 会 とい う訳 語

は この よ うな点 を考 慮 した もの で あ る。〕

kommunikabelegendom婚 姻 にお け る共 有 財 産 。

kommunikation書 面 に よ る対 論 手 続,コ ミュ ニ ケ ー シ ョン。 訴 訟 手 続,

行 政 手 続 等 にお い て 書 面 に よる 意 見 の 表 明 と くに相 手 方 の そ れ を与 え

られ る こ と。

k・mmunikationspricipen書 面 に よ る対 論 手 続 の原 則,コ ミュ ニ ケ ー シ ョ

ン原 則 。 公 的 機 関 は そ の 職 権 の 行 使 にお い て ,当 該 処 分 に よ り不 利 益

を受 け る者 が事 案 につ い て意 見 を述 べ る機 会 を与 え られ る こ とな しに決

定 して は な らない とい う法 原 則 。 〔ハ ンス ・ラ ー グ ネ マ ル ム,拙 訳 『ス

ウ ェー デ ン行 政 手 続 ・訴 訟 法 概 説 』78頁 以 下 参 照 。〕

kommunikationsresolutionコ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン決 定 。 あ る案 件 にお け る

書 面 に対 す る意 見 を述 べ る よ う当事 者 に求 め る決 定 。

komparativratt比 較 法 。

kompensabel相 殺 適 状 に あ る。

komplementar合 資 会 社 の 無 限 責 任 社 員 。kommanditbolag参 照 。

komputabel同 種 の 。 二 つ の債 権 が 同種,例 えば金 銭 債 権 で あ る と き,し

たが って 原 則 と して相 互 に相 殺 可 能 で あ る と きに この語 が 用 い られ る。

kommensurabe1も み よ。

koncentrationpricipen(本 口頭 弁 論)集 中主 義 。 ス ウ ェ ー デ ン にお け る 訴

訟 手 続 の 主 要 原 則 の 一 つ 。omedelbarhetsprincioen,muntlighets-

pricipen参 照 。

koncern〔groupofcompanies〕 コンツェルン。親 会社 と子 会社(お よび場 合

に よ って は孫 会 社 等)が 一 緒 にな りこれ を形 成 す る。moderbolag参 照 。

koncernbidragコ ンツ ェル ン寄 与 。 同一 コ ンツ ェル ン内 部 にお け る会 社 間

の利 益 の移 動 。

koncession許 可(特 許)。 あ る事 業 活 動 に対 し公 的機 関 が与 える許 可(例
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え ば鉱 業 権 の 許 可)。

konfirmation確 証,認 証 。 例 え ば,契 約 に対 す る公 的 機 関 に よ る確 証,

認 証 。

konfiskation没 収 。 附 加 刑 で あ る。 刑 法36章 が 定 め るforverkande*の

こ と。

konfiskering(出 版 訴 訟 の)没 収 。 頒 布 され るべ き出版 物 の 全 て を破 壊

し,か つ 印刷 の た め の資 料 を使 用 で きな くす る こ とを意 味 す る出版 訴 訟

の刑 事 制 裁 。 「出版 の 自由 に関 す る法 律 」7章7条 が その 内 容 を定 め る。

konformitetsprincipen(刑 法 の)遵 法 可 能 性 原 則,期 待 可 能 性 原 則 。 法律

を遵 守 す る こ とが不 可 能 だ っ た者 を処 罰 す るの は正 義 に反 す る とい う倫

理 的 か つ 法 政 策 的原 則 。 法 律 の 遵 守 が 可 能 で あ る とは,法 律 を遵 守 す

る能 力 お よび機 会 を有 す る こ と,ま たは その 行 為 の際 に上 記 の能 力 お よ

び機 会 を有 して い るべ きこ と を意 味 す る。

konformamal一 致事 件 。 第 一 審 と第 二 審 との 結 論(主 文)が 一 致 す る

事 件 。difformmamal参 照 。

konfusion混 同 。 同一 人 が 同 一 の法 律 関係 にお い て債 権 者 か つ 債 務 者 に

なる こ と。

konkludent黙 示 の(法 律 行 為)。 積 極 的 な行 為 と消 極 的 な行 為 とが あ

る。前 者 の例 と して はバ ス に乗 車 す る こ とが挙 げ られ る。

konkretafara(刑 法 の)具 体 的 危 険 。

konkretnormkontroll具 体 的 規 範 統 制 。 個 別 的事 案 の 判 断 に直 接 に関 連

して法 令 の基 本 法適 合1生 を審 査 す る こ と。abstraktnormkontroll参 照 。

konkurrensbegransning違 法 な競 争 制 限 。公 正 な競 争 お よ び消 費 者 を害

す る違 法 な市 場 行 動 。 「競 争 法(1993:20)」 が あ る。

konkurrensforbud(konkurrensklausul)競 業 禁 止 条 項 。例 え ば,退 職 し

た技 術 者 が 競 業 的企 業 を始 め る こ と,ま た は そ の よ う な企 業 に就 職 す

る こ とを禁 止 す る契 約 条 項 。 契 約 法38条 に よ り不 合 理 とみ られ る もの

は拘 束力 が な い。

k・nkurrensskadeavgift競 争侵 害 手 数 料 。EU委 員 会 が競 争 法 違 反 に対 し
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て 科 す る 罰 金 に相 当 す る ス ウ ェ ー デ ン の 制 裁 。 「競 争 法(1993:20)」26

条 以 下 が 定 め る 。

k・nkurrerandefora競 合 管 轄 。 この場 合 の 管 轄 の 選 択 権 は通 常 原 告 に あ る 。

konkurs破 産 。

konkursanledning(konkursgrund)破 産 原 因 。

konkursb・(konkursmassa)破 産 財 団 。

konkursbouppteckning破 産 財 団 の財 産 目録 。

konkursdividend破 産 の 配 当 。

konkursdomstol破 産 裁 判 所 。

konkursfordran破 産 債 権 。massafordran参 照 。

konkursforvaltare破 産 管 財 人 。 破 産 裁 判 所 が 一一般 に は 弁 護 士 か ら選 任 す

る 。 そ の 職 務 す な わ ち 破 産 財 団 の 管 理 はkronofogdemyndighet(執 行

官 局)*の 監 督 に 服 す る 。

konkurskarantan(破 産 に よ る)事 業 禁 止 。naringsforbudも み よ 。

konkursk・stnader破 産(手 続 の)費 用 。

konnex関 連 す る 債 権,申 立 て 。 同 一 の 法 律 関 係 な い し同 一 も し く は 少

な く と も基 本 的 に 同 一 の 原 因 に 基 づ く債 権 ま た は 訴 訟 手 続 等 に お け る

申立 て 。

konossement船 荷 証 券 。

konselj国 家 元 首(国 王)を 議 長 と す る 閣 議 。 通 常 の 閣 議 はregerings-

sammantrade*と い い,首 相 が 議 長 で あ る 。

konsensuaiavtal諾 成 契 約 。formalavtal参 照 。

konsignation一 種 の 取 次 。 し ば し ばkomission(取 次)*の 同 意 語 と し て

用 い ら れ る 。 通 常 はkonsignant(委 託 者)が 受 託 物 の 売 却 ま で そ の 所

有 権 を保 持 す る が,konsignat(受 託 者)が 当 初 か ら独 立 の 買 主 に な る

場 合 の み を い う用 法 も あ る 。

konsortialavtal(konsortieavtal)共 同 企 業 体 内 契 約 。konsortium(共 同

企 業 体)*内 に お い て 行 う ビ ジ ネ ス 取 引 に 関 す る 契 約,例 え ば株 主 間 の

株 主 総 会 に お け る投 票 の 仕 方 に 関 す る 契 約 。
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konsortium共 同 企 業 体,共 同事 業 体 。 そ れ 自体 は通 常enkeltbolag

(単 純 会 社,組 合)*で あ る。

konstitution憲 法 。 ス ウ ェ ー デ ンで は 四 つ の 基 本 法,す な わ ち統 治 組 織

法,王 位 継 承 法,出 版 の 自由 に 関 す る 法 律,表 現 の 自 由 に 関 す る基 本

法 の こ と。

k・nstitutivd・m形 成 判 決 。

konstnarligtverk芸 術 的著 作 物 。 原 則 と してIitterartverk(文 芸 ・学術

的著 作 物)*以 外 の全 て の著 作 物 をい う。

konsultativ諮 問 的 。例 え ば 国民 投 票 。

konsultativtstatsrad無 任 所 大 臣 。deparetement(省)の 長 で ない 大 臣

の 旧称 。

konsument消 費 者 。 私 的使 用 の た め に事 業 者 か らそ の営 業 分 野 の商 品 ま

た は役 務 を購 入 す る 自然 人 。 消 費者 の 定義 は国 際 的 に統 一 され て い ない

が,ス ウ ェー デ ン法 内部 で も実 定 法 上 の 定 義 は必 ず しも一義 的で ない。

konsumentforum消 費 者 管 轄 。消 費 者 と事 業 者 との 問 の少 額 訴 訟 に関 す

る消 費 者 が住 所 を有 す る地 の 裁 判 所 の管 轄 。

konsumentkreditlagen「 消 費 者 信 用 法(1992:830)」 。

konsumentkoplagen「 消 費 者 売 買 法(1990:932)」 。

konsumentombudsmannen(KO)消 費者 オ ンブズ マ ン。消 費 者 関係 にお け

る市 場 行 動 お よ び契 約 条 項 につ い て消 費 者 保 護 関係 法 規 の遵 守 を監 視

す る 職 務 を有 し,一 種 の検 察 官 と して も機 能 す る。konsumentverket

(消 費 者 庁)*の 長 官 で もあ る 。 「市 場 裁 判 所 等 に 関 す る 法 律(1970:

417)」11条 等 が 定 め る。

konsumentratt(法 分 野 と して の)消 費 者 法 。

konsumentverket(SwedishConsumerAgency)消 費 者 庁 。

kontantbetalning① 即 時 払 。② 現 金 払 。① 売 買 の 目的物 の引 渡 し と同

時 に代 金 を支 払 う こ と(kontantk6P(即 時 売 買))。 ② 硬 貨 ま た は紙 幣

で支 払 うこ と。bokbetalning参 照 。

kontantinsats割 賦 払 の頭 金 。
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kontantpris即 時 払 の価 額 。

kontraborgen求 償 保 証 。underborgenに 同 じ。6verborgan参 照 。

kontradiktoriskaprincipen双 方 審 問主 義,対 論 主 義 。 訴 訟 法 上 の大 原 則 。

kontrahera契 約 を締 結 す る こ と。 契 約 を締 結 す る当事 者 はkontrahent。

kontrakt(書 面 に よ る)契 約 。 通 常 は書 面 に よ る契 約 をい う。 〔英 語 の

contractを 連 想 させ る が,こ れ に よ り的確 に相 当 す る の はavtal(契 約)*

で あ る 。 もっ と も,kontraktsbrott*とavtalsbrottは 同 じ意 味 。 次 項

をみ よ。〕

kontraktsbmtt契 約 違 反,債 務 不 履 行 。

kontraktsintresse契 約 利 益 。契 約 違 反 の際 に賠 償 され るべ き利 益 の 呼 称 。

negativtkontraktsintresse(消 極 的契 約利益)寒とpositivtkontraktsintresse

(積 極 的 契 約 利 益)・が あ る 。 前 者 は 契 約 の 履 行 を信 頼 した利 益 で あ り,

原 則 と して 契 約 締 結 前 の状 況 を回復 す る こ と,後 者 は 契 約 が履 行 され

た状 況 に置 か れ る こ とで あ る。

kontraktsprincipen合 意(承 諾)原 則 。 契 約 当事 者 双 方 は 同 時 に拘 束 さ

れ る よ うに な る,す な わ ち 申込 み は そ の相 手 方 が これ を承 諾 す る前 は拘

束 力 が ない とす る原 則 。16ftepricipen参 照 。

kontraktsvard合 意 保 護 。skyddstillsyn(保 護 観 督)*の 特 別 の形 態 。被

告 人 が彼(女)の た め に特 別 に作 成 され た プ ラ ンに よ る適 切 な処 遇 に服

す る意 思 が あ る こ とを表 明 した こ とを条 件 と し,習 慣 性 の 飲 料,薬 物

の使 用 が 犯 罪 の主 要 な原 因 を成 してい る場 合 に行 わ れ る(刑 法28章6

条a,30章9条2項3号)。

kontrollavgift(不 法 駐 車)管 理 手 数 料 。 駐 車 場 お よ び駐 車 禁 止 場 所 に お

け る違 反 車 両 に対 して そ の場 所 の所 有 者 が 徴 収 で きる法 定 基 準 内 の 手

数 料 。 「不 法 駐 車 の 際 の管 理 手 数 料 に 関す る法律(1984:318)」 が あ る。

「違 法 駐車 手 数料 に関 す る法律(1976:226)」 に よるfelparkeringsavgift

(違法 駐 車 手 数料)と は異 な る こ とに注 意 。〔後 者 は わが 国の 反 則 金 に相 当

す る。〕

kontr・llmarke管 理 標 識 。 例 え ば,車 両 に つ い て は 自動 車 責 任 保 険,登
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録 手 数 料 が 支 払 済 み で あ る こ とな どを前 提 と してvagverket(道 路 庁)

か ら発 行 され る。車 両 所 有 者 は これ を車 両後 部 の ナ ンバ ー プ レー トに附

着 させ て お か な けれ ば な らず,違 反 す る と罰 金 を科 せ られ る。 「道 路 交

通 登 録 簿 に関す る政 令(2001:650)」9章(罰 則 は17章2条)が 定 め る。

konungen国 王 。1974年 の 統 治 組 織 法 に よれ ば 「個 人 と しての 国王 」 の

こ と。satatchefen参 照 。

konungensbefattningshavare(KB)国 王 の代 官(現 在 の県 中央 行 政 庁)。

現 在 で も古 い法 令 には この表現 が残 ってい るが,そ の場合 にはlansstyrelse

(県 中央 行 政庁)*を 意 味 す る。〔1ansstyrelseの 訳 語 の 困難 さ を示 す 一例

で あ る。〕

konvalecens(無 効 行 為 の)追 完 。

konvention条 約 。f6rdrag,traktat,mellanstatligtavtalも 同意 語 。

konventionalstraff違 約 罰 。avtalsvite*も み よ。

konventionell約 定 の 。 そ の反 対 はlegal(法 定 の)*。

konverteratgarningsrnannaskap犯 罪行 為 者 の転 換 。他 の 者 が した犯 罪 行

為 に つ い て行 為 者 とみ られ る とい う関係 。 例 え ば,簿 記 係 に虚 偽 内 容

の 帳 簿 作 成 を命 じた 商 人 は記 帳犯 罪 の行 為 者 と して処 罰 され る。

konvertibeltskuldebrev転 換 債 務 証 書,転 換 社 債 。 「株 式 会 社 法(1975二

1385)」5章 が 規 定 す る。

konvoluttestamente秘 密 証 書 遺 言 。 〔konvolutは 封 筒 の 意 で,直 訳 す れ

ば封 筒(に 入 れ た)遺 言 。〕

koppleri売 買 春 援 助 ・利 用 罪(刑 法6章8,9条)。 賃 貸 家 屋 が 売 買 春 活

動 に利 用 され てい るの を知 りな が ら,賃 貸 借 契 約 を解 除 しない こ と もこ

の 罪 に該 当 す る。

kopplingsforbehall連 結 所 有 権 留 保 。売 買 の 目的物 に関 す る所 有 権 留 保 の

効 力 が,代 金債 権 以外 の 債 権(例 え ば 目的 物 の修 理 代 金)に も及 ぶ と

す る契 約 条 項 。 この条 項 は制 限 的効 力 しか 有 しな い 。

k・rporation(公 的 性 格 の)私 法 的 団 体 。 共 同 の事 項 を処 理 す る た め に結

成 され た私 的 な個 人 ま た は法 人 の結 合 体 で,そ の 定 款(根 本 規 則)に
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つ い て 国 の 承 認 を得 て い る も の 。 例 え ば 商 業 会 議 所 。

korsforhor(証 拠 調 べ に お け る)交 互 尋 問 。motf6rh6rも み よ 。

k・rsningavcheck小 切 手 の 線 引 。checkkorsningも み よ。

korthandstradition簡 易 の 引 渡 し。traditiobrevimanuも み よ。

kraftl6sf6rklaring(avfullmakt)代 理 委 任 状 の 無 効 宣 言 。 代 理 委 任 状 を

紛 失 し た場 合 ま た は 遅 滞 な くこ れ を 回 復 す る こ とが で き な い 場 合,地 方

裁 判 所 に 申 請 し て そ の 無 効 宣 言 を得 る(「 財 産 法 の 分 野 に お け る 契 約 お

よ び そ の 他 の 法 律 行 為 に 関 す る法 律(1915:218)」17条)。

kreditbedrageri信 用 詐 欺 。 自 己 の 信 用 状 態 に つ い て 不 正 な 情 報 を 提 供 す

る こ と に よ る 詐 欺 。 詐 欺 罪 ま た は 詐 欺 的 行 為 の 罪 と して 処 罰 さ れ る 。

kreditforsakring信 用 保 険 。

kreditkop信 用 売 買 。prenumerationsk6p,kontantbetalning参 照 。

kreditocker金 銭 貸 借 に お け る 暴 利 行 為 。 「暴 利 行 為 罪 」(刑 法9章5条)

と して 処 罰 さ れ る。ocker,sakoker参 照 。

kreditor債 権 者 。borgenar*の こ と 。

krigsdomare軍 事 裁 判 官 。 軍 法 会 議 に お け る 法 律 家 の 裁 判 長 。

krigsskadeplats戦 域 。

kriminaiisera立 法 に よ っ て あ る 行 為 を 犯 罪 化(可 罰 的 に)す る こ と 。

avkriminarisera参 照 。

kriminarist刑 事 学 者,犯 罪 学 者 。kriminologも み よ。

kriminalprocess刑 事 訴 訟 手 続 。brottmal(刑 事 訴 訟)*の 手 続 。

kriminalregister犯 歴 簿 。allmantkriminalkregister*も み よ 。

kriminalteknik犯 罪 捜 査 技 術 。 犯 罪 活 動 の 痕 跡 を発 見 ・保 全 し,調 査 す

る措 置 。

krirninolog(kriminalist)刑 事 学 者,犯 罪 学 者 。 犯 罪 の 原 因 お よ び 防 止 に

つ い て 学 問 的 に 研 究 す る 人 。

kriminol・gi刑 事 学r犯 罪 学 。 社 会 現 象 と して の 犯 罪 に 関 す る 学 問 。

kringgaendeavlag脱 法(行 為)。evasionも み よ。

kronjurist政 府 法 律 顧 問 。 一 国 に お け る 政 府 に 法 的 情 報 を 与 え ま た は 国
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の権 利 を保 護 す る職 務 を有 す る法 律 家 の 高 官 の 称 号 。 ス ウ ェ ー デ ンで

はjustitiekanslern(法 務 監 察 長 官)*が 政 府 法 律 顧 問 と して機 能 す る と

い わ れ る。

kmnan〔theCrown,theState(Government)〕 国,政 府 。往 々,国 ま

た は政 府 を表 現 す る た め に用 い られ る。

kronoassistent執 行 補 佐 官 。kronofogdemyndighet(執 行 官局)*に お け る

kronofogde(執 行 官)*を 補 佐 す る職 員 。 〔両 者 の 関係 は,わ が 国 の裁 判官

と書記 官,検 察 官 と検 察事 務 官 との そ れ に相 当 す る と考 え れ ば よい 。最

近 で は就 職 難 の ため法律 家 資 格 を有 す る補 佐 官 も存 在 す る とい う。〕

kronof・gde〔exectutionofficer〕 執 行 官 。 裁 判 官,検 察 官 と同様 に 司法

実 務 修 習 を終 了 して い る法 曹 職 の 一 つ 。

kronofogdemyndighet〔enforcementservices〕 執 行 官 局 。 租税 等 の公債 権お

よび私 債権 両 者 の執 行 を所 管 す る公 的機 関 で,組 織 的 に はskatteverket

(国税 庁)に 属 す る。破 産財 団 の管理 に対 す る監 督 も行 う。riksskatteverket

参 照 。

kr・ppsbesiktning身 体 検査 。 犯 罪 捜 査 の 一 つ で,血 痕,精 液 の 痕 跡 等 を

調 べ る こ と(訴 訟 手 続 法28章12条 等)。

kroppsvisitati・n着 衣 の捜 索 。 犯 罪 捜 査 の 一 つ で,着 衣 そ の他 身 に付 け て

い る物 を調 べ る こ と(訴 訟 手 続 法28章11条 等)。

kulans義 務 な き保 険 金 支 払 。保 険 業 者 が法 的 な支 払 義 務 な しに保 険 金 の

全 部 また は一 部 を支 払 う こ と。

kulturreservat文 化保 全 留 保 地 。 文 化 的風 景 を保 全 す る た め に保 護 され

る土 地 の区 域 ま た は水 域(環 境 法7章9条)。

kumulati・n① 統 合(的 な科刑),②(訴 えの)併 合 。f6rening②,③ に同

じ。

kumulationsprincipen併 科 主 義 。 統 合 的科 刑 の た め の原 則 の 一 つ 。

absorptionprincipen参 照 。

Kungl.Maj:t(K.M:t)統 治権 者 と して の 国 王,政 府 。統 治 権 を表 す古 い

用 語 法 。1809年 の 統 治 組 織 法 はKonungenistatsradet(内 閣 にお け る



(148) スウェーデ ン法訳語集(2) 37

国 王)と 表 現 す る。

kungorelse内 閣令 。1973年 まで の政 府 が 発 布 し た法 令 の 名 称 。 現 在 の

f6rordnig(政 令)*の こ と。

kungorelsedelgivning公 示 送 達 。名 宛 人 に通 常 の 送 達 が で きな い場 合 に

行 われ る。

kungorelselagfart公 示 に よ る不 動 産 所 有 権 取 得 登 記 。 現 在 のlagfarts-

sammantrade(所 有 権 取 得 登 記 集 会)*の 前 身。 前 主 の所 有 権 取 得 原 因

を証 明 で き な い場 合,特 別 の公 示 手 続 を行 い,最 後 の公 示 か ら3年 を

経 過 した後 に所 有 権 取 得 登 記 が認 め られ た。

kurator(curator)財 産 管 理 人 。民 事 法 的意 味 と して はgodman*に 同 じ。

1£urialstil官 庁 用 語(体)。 古 風 な 法 律 文 の 文 体 。論 理 的 に整 序 され た一

連 の長 文 で あ る こ とを特 色 とす る。

kurtage仲 立 人 の 報酬 。courtage*に 同 じ。

kutym慣 習 。 法 的 な用 法 で は,任 意 法 規 の 適 用 を排 除 す る よ うな商 慣 習

そ の他 の慣 習 を意 味 す る 。

kvacksalveri偽 医者 の 医療 。 医 学 教 育 を欠 く者 に よ る医 療行 為 の 旧称 。

kvalificeradhemligstampling特 別 秘 密 印(を 押 す こ と)。 文 書 を保 管 す

る もの以 外 の公 的機 関 が そ の公 開 の 申請 につ い て判 断 す る 旨 の記 載 を

包 含 す る場 合 をい う。

kvalificeradmajoritet特 別 多 数 決 。肯 定 的 票(表)決 をす る場 合,単 純

多 数 決 よ りも多 数 が 要 求 され る こ と。

kvalificeratg・dtrosforvary特 別 善 意 取 得 。 往 々 正 当 な 所 有 者 の た め の

16sningsr註tt(同 復 請 求 権)*な しの 善 意 取 得 の 呼称 と して用 い られ る 。

kvalifikation法 律 関係 の性 質 決定 。 法 的 紛 争 の 解 決 の た め に適 用 す べ き

法 規 の選 択(例 え ば委 任 ま た は売 買 に 関す る そ れ)に 導 く紛 争 の 性 質

の 判 断 。 した が っ て,上 述 の例 で は委 任,売 買 に 関 す る法 規 の 解 釈 を

意 味 す る とい わ れ る。 さ らに法 律 関係 の性 質 決 定 は 国 際 私 法 にお い て

重 要 な問 題 とな る。

kvarlevandestridratt争 議 行 為 の 留 保 。 労 働 協 約 にお い て 当事 者 が 交 渉
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を 求 め た賃 金 お よ び一 般 的 な雇 用 条 件 等 の 問 題 が 明 示 的 に規 整 され て

い ない場 合,そ の 問題 は平和 義 務 に包 含 され な い もの ,す なわ ち そ の問

題 につ い て 当 事 者 に は争 議 行 為 が留 保 され て い る もの とみ られ る(「 労

働 生 活 にお け る共 同決 定 に関 す る法 律(1976:580)」44条 等)。

kvalatenskap遺 産 。

kvarstad仮 差 押 え。 民 事 ・刑 事 両 訴訟 手 続 に存 在 す る。 刑 事 の仮 差 押 え

につ い て は,訴 訟 手 続 法26章 が 定 め る。〔拙 訳 「ス ウ ェ ー一デ ン刑 事 訴 訟

法」26章(60頁 以 下)の 訳 注*参 照 。〕

kvasikontrakt(quasikontrakt)準 契 約 。 二 当事 者 間 の 法律 関係 は契 約 に

よ って定 め られ て い ない が,あ た か も契 約 が存 在 す るか の よ うに扱 われ

る もの 。

kvittning相 殺 。

kvaljadom宣 告 され た判 決 を侮 辱 す る。domkvalも み よ。

kyrkligvigsel教 会 婚 の挙 式 。 ス ウ ェー デ ン国教 会 ま た はそ の権 限 を有 す

る信 仰 団体 の 内 部 で行 わ れ る婚 姻 の挙 式 。borgerligvigsel参 照 。

kallskatt源 泉 税 。A-skattも み よ。

kallande原 告 。

kamnarsratt都 市 下級 裁 判所 。 中世以 降1849年 まで存 在 した都 市 部 にお け

る最 下級 の裁判 所。

karomal原 告 の請 求。原 告 のyrkande(訴 えの 申立 て)*と その原 因 を含 む。

kopbryterlegostamma売 買 は用 益 権 を破 る。所 有 物 の売 買 に よっ て そ の

物 の用 益 権 契 約 は終 了 す る とい う原 則 の表 現(1734年 法 か ら採 られ た

もの)。 現 在 で は こ の原 則 に対 す る 多 くの例 外 が 不 動 産 に つ い て 設 け ら

れ て い る 。例 え ば土 地 賃 貸 借 の 賃 借 人 が 占有 を してい る場 合 な ど。

koparratt(割 賦 販 売 の)買 主 権 。 割 賦 販 売 の 買 主 が 割 賦 代 金 の支 払 に基

づ き,そ の 目的物 に対 して完 済 まで の 問有 す る権 利 。

kopebrev不 動 産 売 買 証 書,登 記 原 因 証書 。 売 買 契 約 の成 立 後 に作 成 され

る,通 例 不 動 産 が 譲 渡 され た こ とお よび代 金 が 完 済 さ れ た こ との 簡 潔

な表 示 を包 含 す る文 書 。 古 くか ら不 動 産 売 買 の 当事 者 は,k6pekontrakt
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(不動 産 売 買 契 約 書)*と この不 動 産 売 買 証 書 の 二 つ の書 面 を作 成 す る の

が 慣 例 に な っ て い た 。両 者 に は 同様 の法 的 要件 が 課 され て い る。

kopek・ntrakt不 動 産 売 買 契 約書 。 不 動 産 売 買 に関 す る契 約 書 。 売 主,買

主 双 方 に よる 署 名 に加 えて,売 主 の い わ ゆ る譲 渡 宣 言 と代 金 額 の 表 示

を要 す る。 〔不 動 産 売 買 契 約 は 要式 契 約 で あ る。〕

koplagen売 買 法 。 現行 法 は 「売 買 法(1990:931)」 。 従 前 の もの は1905

年 の 「動 産 に関 す る売 買 お よび交 換 に関 す る法 律 」。

kopeskilling売 買 代 金 。 よ り現 代 的 な表 現 はk6pesumma。

kopratt(法 分 野 と して の)売 買 法 。

Lの 部

lag法 律 。 国会 制 定 法 の こ と。

lagochlagastadgar法 律 お よび法 規 則,法 令 。現 行 の 全 法 令 に同 じ。

lagafang所 有 権 取 得 原 因。 様 々 な所 有 権 取 得 原 因:売 買,交 換,贈 与,

相 続,遺 言,婚 姻 権,時 効 取 得,無 主 物 先 占等 の 総 称 。1734年 法 の

「土 地 法 」1章1条 で 用 い られ た表 現 。

lagsforfall(裁 判 所 へ の)不 出 頭 等 の 正 当 な理 由 。 一 般 に は交 通 機 関 の

途 絶 病 気 そ の他 の予 見 で きなか った,ま た は そ うで な くと も裁 判 所 が

正 当 と認 め る事 情 。

lagskraft形 式 的確 定 力 。 裁 判 ま た は公 的機 関 の決 定 が,不 服 申立 期 間

の徒 過 等 に よ り通 常 の不 服 申立 手 続 に よ り不 服 申立 て が で きな い 効 力

を有 す る こ と。rattskraft参 照 。

lagaskifte不 動 産 分 割 ・再 配 分(旧 称)。 現 在 のklyvning(共 有 持 分 の

分 割 等)*お よ びfastighetsreglering(不 動 産 規 制 措 置)*に 相 当 す る。

1827年 に土 地 所 有 の細 分 化 を防止 す る ため のstorskifteお よびenskifte

と よば れ る制 度 に代 え て 導 入 され た 。

lagastadagar(全)法 規 則 。lagochlagastadgarも み よ。

lagaanalogi類 推 法 規 解 釈 。 明 示 的 な法 規 か らの類 推 解 釈 。rattsanalogi

参 照 。
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lagbundenhetessprincip法 規 拘 束 性 原則 。legalitetsprincipen(合 皇去性原

則)の 別 名 。

lagfaren法 学 専 門教 育 を受 け た 。 裁 判 官 職 に就 くた め の 資 格 要 件 。 大学

法 学 部 を卒 業 した こ と を意 味 す る。

lagfart不 動 産 所 有 権 取 得 登 記(を す る こ と)。 この語 は18世 紀 中葉 まで

存在 した不 動 産譲 渡手続 にお け る裁判所 の譲渡確 認 宣言 に由来す る。

lagfartbevis不 動 産所 有 権 取 得 登 記 済証 書 。

lagfartsammant面de不 動 産 所 有 権 取 得 登 記 審査 期 日。 登 記 不 動 産 の所 有

権 に つ い て調 査 を行 う期 日。 登 記 原 因証 書 を有 しない か ま た は そ れ に

蝦 疵 が あ る者 の 申請 に よ り開 か れ る。土 地 法20章10-13条 が定 め る。

tagfartsstampel不 動 産 所 有 権 等 取 得 税 。 不 動 産 所 有 権 また はtomtratt

(無期 限 不 動 産 用 益 権)*の 取 得 の 際 に課 税 され る。

lagk・nkurrens法 条競 合 。brottskonkurrensも み よ。

laglighetsprovning創 去性 審 査 。 地 方 自治 体 関係 法 規 に よ る決 定 に つ い

て不 服 申立 て に よ り行 わ れ る裁 判 所 の審査 。 こ の不 服 申立 て の権 利 は 当

該 自治 体 の 住 民 に 与 え られ る。 従 前 の名 称 はkommunalbesvar(地 方

自治 体 抗 告)。

lagligtbetalningsmedel法 的 支 払 手段 。 債 権 者 が 支 払 を受 容 す る義 務 の あ

る支 払 手 段 す な わ ち ス ウ ェ0デ ン貨 幣 お よび紙 幣 。

laglott遺 留分 。arvslott(相 続 分)の 半 分 で あ る。

lagman① 地 方 裁 判 所 所 また は行 政 地 方 裁 判 所 の 所 長 判 事 ,② 古 法 時 代

に お け る裁 判 集 会 の 主 宰 者,の ち にlagmansratt(ラ ー グマ ン裁 判 所)*

の 首 席 裁 判 官 。 現 在 で は裁 判 官 の 官 職 名 で あ る。hovrattslagman(高

等 裁 判 所 部 長 判 事),kammarattslagman(行 政 高 等 裁 判 所 部 長 判 事)

もあ る。 〔伝 統 的 に名誉 あ る称 号 ゆ え裁 判 官 職 に好 ん で用 い られ るの で

あ ろ う。 ラ ー グ マ ン は直訳 す れ ば 「法 の 人 」。〕

lagrnansrattラ ー グマ ン裁 判 所 。14世 紀 か ら1849年 まで 存 在 した裁 判所

で,haradsratt(地 区裁 判 所)*と 高等 裁 判 所 との 中 間審 。

lagmotiv立 法 理 由書 。motivも み よ。
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lagprovningsratt法 令 審 査 権 。konkretnormkontroll参 照 。

lag-rum法 文(の あ る箇 所)。

lagradet〔CouncilonLegislation〕 立 法 顧 問 院。 重 要 な法 律 案 に つ い て

意 見 を表 明 す る機 関 。 最 高 裁 判 所 判 事 お よび行 政 最 高 裁 判 所 判 事 に よ

っ て構 成 され る。

lagstadgadfrist法 定 期 間 。期 間 の算 定 につ い て は 「法 定 期 間 の 算 定 に関

す る法 律(1930=173)」 が あ る。

lagstiftning立 法(府)。

lagsokning特 別 支 払 命 令 手 続 。 書 面 に よ る債 権 証 拠 が存 す る場 合 に用 い

られ た支 払 命 令 手 続 。1992年 に そ れ まで のbetalningsf6relaggande

(支 払 命 令 手 続)*とlagsc;kningと の管 轄 が 地 方 裁 判 所 か ら執 行 官 局 に

移 され,両 者 が 一 本 化 され た ため,lags6kningと い う概 念 は消 滅 した 。

現 行 法 は 「支 払 命 令 お よび簡 易 訴 訟 関 す る法律(1990:746)」 で,1992

年1月1日 か ら施 行 され た 。

lagtolkning法(規)解 釈 。法 文 の 解 釈 だ け で な く,広 義 で は そ の他 の 法

解 釈 も含 む。

lagutsk・tt(LU)国 会 立 法 委 員 会 。 主 と して民 事 法 に関 す る立 法 案 件 に

つ い て準 備 ・審 議 す る 国 会 の 委 員 会 。justitieutskott参 照 。

landskapslagar中 世 地 方 固 有 法 。1200年 初 め か ら記 録 され,1300年 前 半

まで ス ウ ェ ー デ ン各 地 で適 用 され た法 規 の総 称 。 一 般 にgritalagar(イ

ヨー タ法)とsvealagar(ス ヴ ェ ア法)と に分類 され る。北 欧 の 古 い 時

代 の法 観 念 を反 映 して い る 。

landslag中 世 共 通 法 。1350年 頃 か ら1736年 ま で ス ウ ェ ー デ ンの 地 方 部

で 適 用 され た共 通 法 で あ る 国 法 の 総 称 。 ス ウ ェー デ ン最 初 の 統 一 的法

典 で あ る1734年 法 はlandslagと 都 市 部 で行 わ れ たstadslagen(都 市

法)と を集 大 成 した もの で あ る。 〔1734年 法 の構 成 は現 在 も基本 的 に維

持 され て い る。 冒頭 の 記 述 を参 照 。〕

landssed国 土 の慣 習 。 裁 判 所 に採 用 され る こ とを通 じて慣 習 法 とな りう

る一 般 的 な慣 習 。
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landsting県 参 事 会 自治 体 。 そ の地 域 的 範 囲が 原 則 と してtan(県)と 同

一 の第 二 次 的 地 方 自治 体(複 数 のkommun(第 一 次 地 方 自治体)鼎 を包

含 す る)。

landstingsfullmatige〔countycouncil〕 県 参事 会 。kommunfullmaktige参

照 。

leashingリ ー ス 。 これ に 関す る特 段 の制 定 法 規 は存 在 しな いが,ビ ジ ネ

ス の 世 界 で利 用 さ れ て お り,リ ー ス貸 主 の権 利 に 関す る最 高 裁 判 決 も

出 て い る。

ledniongsr翫t導 管 敷 設 の た め の 隣…地使 用 権 。電 線 ・電 話 線 や 上 下水 道 を

敷設 す る た め に隣i地を使 用 す る権 利 。lantmaterimyndighet(国 土 地 理

局)が 案 件 を扱 う。 そ の 決 定,措 置 に対 す る不 服 申立 て は不 動 産 裁 判

所 に な さ れ る。 「導 管 敷 設 の た め の 隣 地 使 用 権 に関 す る 法 律(1973:

1144)」 が あ る。

lega(iegoavtal,saklega)動 産 賃 貸 借 の古 称 。 現 在 のhyraavl6ssak(動

産 賃 貸 借)の こ とで あ るが,か つ て は労 働 契 約 の 意 味 で も用 い られ た。

legsacceptfrist法 的承 諾期 間 。 そ れ に関 す る特 段 の 定 めが な い場 合 に 申

込 み を した者 が これ に拘 束 され る期 間 の こ と。 申込 み を受 け た者 が承 諾

の有 無 を考 慮 す るの に相 当 な期 間 を含 む(「 契 約 法(1915:218)」3条)。

legal(合)法 的 。konventionell参 照 。

legalbevisteori法 定 証 拠 主 義 。 証 拠 能 力 と証 拠 の証 明 力(証 拠 価 値)と

が 法 定 され る原 則 。fribevispr6vning参 照 。

legalformyndare法 定 後 見 人 。

legalpantratt法 定 質 権 。例 えばsj6pantratt(海 事 質権)*「 海 法(1994:

1009)」3章36条 以 下 に規 定 が あ る。

legaldefinition法 定概 念 。 法 文 にお け る概 念(用 語)の 定 義 。

legalisering不 動 産分 割 承 認 。 同 意 に よる私 的 な不 動 産 分 割 は現 在 で は禁

じ られ て お り無 効 で あ るが,か つ て行 わ れ た そ れ を法 的 な不 動 産 分 割 と

して承 認 す る法 定 の手 続 をい う。 「所 有 権 調査 お よび不 動 産 分 割 承 認 に

関す る法 律(1971:1037)」17条 以 下 が 定 め る。 〔法 的 に特 殊 な意 味 を
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有 す る の で,英 語 の 語 義 の 連想 か ら即 断 しない よ う留 意 。〕

legaliter法 的 に,法 律 に よれ ば 。

legalitetsprincipen合 法 性 原 則 。 多 様 な意 義 と用 法 が あ る。 行 政 法 で は法

治 行 政 の 原 則 等,刑 法 で は罪 刑 法 定 主 義,訴 訟 法 で は検 察 官 は犯 罪 が

存 在 す る と き公 訴 提 起 の義 務 を有 す る な どの意 味 で使 われ る 。

opportnitetsprincipen参 照 。 な お,legalitetsprincipenはEU法 の 関 連

で も用 い られ る。

legalization正 当性 証 明 。 公 的機 関 が あ る文 書 の正 当性 を証 明 す る こ と。

legat遺 贈 の 目的(物)。

legatarie(個 別 財 産 の)受 遺 者 。 包 括 受 遺 者 と異 な り,遺 産 共有者 で は

ない 。

legitimation資 格(証 明)。 あ る者 が 弁 済 の 正 当 な受 領 者 とみ られ る と き,

passivlegitimation(受 動 的 資 格)有 す る とい う。 さ ら に彼 が そ の権 利

に 関 す る証 拠 を提 示 す る と き,aktivlegitimation(積 極 的 資 格)が あ

る とい わ れ る。

legitimationpaper資 格 証 券,免 責 証 券 。

legotillverknoing加 工 契 約 。 注 文 者 の 財 産 に 加 工 を 行 う 点 で,

underleverant6rsavta1(製 作 物 供 給 契 約)と 異 な る。specifikation参

照 。

lekmannadomare素 人 裁 判 官 。 そ の典 型例 はnamndeman(参 審 員)*。

letterofcomfort間 接 的保 証 の表 明 状 。 親 会 社 か ら子 会 社 の信 用 供 与 者

に対 して 発 す る,i親 会社 は子 会 社 の 債 務 の 弁 済 に必 要 な資 金 の 供 給 に

つ い て 配 慮 す る意 図 を有 す る 旨 の表 明状 。 こ れ に よっ て 保 証 責 任 を引

き受 け る こ との 回避 を求 め る 。 同 様 の 表 現 と してletterofsupPort,

letterofresponsibility,letterofawarenessが あ る 。

letterofintent(avsiktf6rklaringar)意 図 表 明 状,契 約 予 備 書 面 。 契 約 が

不 成 立 に終 わ っ た場 合 にお け るそ の法 的効 果 につ い て,ス ウ ェー デ ン法

で は 明確 な答 え を与 え る こ とが で きな い状 況 にあ る。

leveransavtal数 量 売 買 契 約 。1905年 の売 買 法 が 用 い た概 念 で あ るが,現
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行 の 「売 買 法(1990:931)」 で は 概 念 自体 と し て は 消 滅 し た 。 反 対 は

specialk6p(特 定 物 売 買)*。

lex法(律)。

lexa.quiliaア ク ィー リ ウ ス 法 。 過 失 原 則 に基 づ い た ロ ー マ 法 の 法 律 。

lexcassatoria期 限 の 利 益 喪 失 条 項 。

lexcausae準 拠 法 。

lexcommissoria担 保 喪 失 条 項,流 質 約 款 。 債 務 不 履 行 の 場 合,担 保 権 者

は 精 算 を 要 す る こ と な く担 保 物 全 部 を 取 得 す る 旨 の 契 約 条 項 。 「契 約 法

(1915:218)」 に よ れ ば 無 効 で あ る 。 同 法 の 正 式 名 称 に つ い て は

aVtalSlagenを み よ 。

lexconcursus破 産 宣 告 を受 け た 土 地 の 法 律 。

lexdomicilii住 所 地 の 法 律 。

lexferenda制 定 さ れ る べ き法 律,立 法 論 。lexlata参 照 。

lexfori法 廷 地 の 法 律 。

leximperfecta不 完 全 な法 律 。 そ の 違 反 が な ん らの 法 的 サ ン ク シ ョ ン を伴

わ な い 法 律 規 定 。

Iexincasu事 例 法 。 個 別 的 な事 案 の た め に制 定 さ れ た 法 律 。

lexlata現 行 法 。lexferenda参 照 。

lexloci場 所(そ の 土 地)の 法 律 。

lexlocicontractus契 約 成 立 地 の 法 律 。

lexlocicreditoris債 権 者 の 住 所 地 の 法 律 。

lexlocidelicti犯 罪 ま た は 不 法 行 為 の 作 為 ま た は不 作 為 が 行 わ れ た 土 地 の

法 律 。

lexlocisolutionis義 務 履 行 地 の 法 律 。

lexmercatoria国 際 商 事 法(一 部 は 不 文 法 を含 む)。

lexnonscripta不 文 法,慣 習 法 。

lexpatriae国 籍 を 有 す る 土 地 の 法 律,本 国 法 。

lexposteriorderogatpriori後 法 は前 法 を廃 す る とい う原 則 。 〔英 米 法 で も同

様 の ラ テ ン語 が 用 い ら れ て い る 。 英 語 で はApriorstatuteshallgive
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placetoalater.

lexreicitae物 所 在 地 の 法 律 。

lexspecialslegigeneraliderogat

lexveneris

特 別法 は一般法 に勝 る とい う原則 。

性 病 予 防 法 。1918年 に成 立 した ス ウ ェ ー デ ン最 初 の 性 病 予 防

措 置 に 関 す る 法 律 。 こ れ に相 当 す る 現 行 法 は 「伝 染 病 予 防 法(2004:

168)」 。

1ibel控 訴 状 の 旧 称 。

licens(特 別 の)許 可 。 例 え ば 禁 制 品 の 輸 入 の 許 可 。 特 許 の 実 施 権 の 許 諾

な ど は 私 人 に よ るIicensで あ る 。tvangslicens参 照 。

licitation入 札 の 誘 引 。 通 常,請 負 契 約 の 入 札 の 誘 引 の こ と。

likabehandling同 等 取 扱 い 。ekvivalensprincipenも み よ 。

likhetsprincipen平 等 原 則 。 公 的 機 関 は そ の 職 務 の 行 使 に あ た っ て 「万 人

の 法 の 前 の 平 等 」(統 治 組 織 法1章9条)を 遵 守 し な け れ ば な ら な い と

い う公 法 上 の 原 則 。

likvid支 払 能 力 が あ る 。

likvidation清 算 。 通 常 法 人 の 消 滅 に 先 行 す る こ と を 要 す る整 理 の 手 続 。

likvidationsack・rd精 算 和 議 。 債 務 者 の 財 産 を全 債 権 者 に 分 配 す る和 議 。

未 配 当 の 一 般 債 権 が 放 棄 さ れ る 場 合 と存 続 す る 場 合 とが あ る 。

likoppning死 体 解 剖 。obduktionも み よ。

lis(属 格1itis)訴 訟(の)。

1三spendens係 属 中 の 訴 訟 。

litependente(pendentelite)訴 訟 の 係 属 中 に。

lidsconsortium共 同 訴 訟 。

litisdenuntiation(litisdenuntiatio)第 三 者 に対 す る 訴 訟 告 知 。

litispendens訴 訟 係 属(関 係)。 訴 訟 障 害 を成 す 。

litenhuvudforhandling(f6renkladhuvudf6rhandling)小(簡 易)本 口

頭 弁 論 。 準 備 手 続 に 引 き続 き 直 ち に,ま た は 同 一 の 裁 判 官 が 審 理 す る

と き は そ の 後15日 内 に 行 わ れ る 民 事 訴 訟 の 本 口 頭 弁 論 を い う 。

litensinnesundersokning小 精 神 鑑 定 。sarskildpersonutredningも み よ 。
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litterartverk文 芸 ・学術 的 作 物 。verkも み よ。

lieforsakring生 命 保 険 。

livranta年 金 保 険 。 生 命 保 険 の 一一形 態 で,毎 年 ま た は毎 月 保 険給 付 が な

され る 。

livstidsstraff終 身 刑,無 期 拘 禁 。 た だ し,通 例8-12年 の服 役 後 恩 赦 に

よ って仮 釈 放 が な され る。

locator(lokatur)用 益 権 設 定 者 。

lockoutロ ック ア ウ ト。

focusregitactum法 律 行 為 の効 力 は行 為 地 法 に よる 。 国 際私 法 上 の用 語 。

focusstandi(国 際 紛 争 にお け る)当 事 者 と して の 出頭 権,当 事 者 適格 。 国

際 公 法 で用 い られ る 。

lokalordningsstadga地 方 秩 序 条 例 。 地 方 自治 体 参 事 会 が 議i決 ・採 用 した

国 の0般 秩 序法 規 を補 完 す る条例 。根拠 法 規 は 「秩 序 維 持 法(1993:1617)」

3章8条 以 下 。

lokution法 文,判 決 等 にお け る表 現(の 仕 方)。

Iucrumcessans得 べ か り し利 益 逸 失利 益 。damuumemergens参 照 。

luftterritorium領 空 。 領 空 の外 部 はrymden(宇 宙 空 間)*。

lycktadorrar閉 じられ た扉(の 中で)。 訴 訟手 続 が 非公 開 で行 われ る こ と。

lysning婚 姻 予 告 。 か つ て 存 在 した婚 姻 の 要件 を具 備 した うえ で行 わ

れ る法 定 の 婚 約 予 告 方 式 。 聖 職 者 か ら婚 姻 予 告 書 が 発 行 され,こ の 書

面 が教 会 にお い て告 示 され た。lysningは1969年 まで残 っ てい たが,現

在 で は任 意 的 で あ る。 現 在 のhinderspr6vinig(婚 姻 障 害 の 審 査)*は あ

る程 度 こ れ に相 当す る とい え よ う。

lyteochmen(lyteochannatstadigvarandemen)(永 続 的 な)肉 体 的苦

痛 ・不 快 。 金 銭 に直 接 的 に は 評 価 す る こ とが 困 難 な継 続 的 に存 在 す る

肉体 的 な苦 痛 お よび そ の 他 の 不 快 等 で,被 害者 に損 害 賠 償 の権 利 を与

え る。svedaochvark参 照 。

lan(saklan)動 産 の使 用 貸 借 。1ega,penninglan参 照 。

1angvadeinlaga書 面 審 理 に よ る事 件 の判 断 を求 め る控 訴 の 申 立(状)の
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呼 称 。

lagenhetsarrende農 業 等 以 外 の 目的 の 不 動 産 賃 貸 借 。 農 地 賃 貸 貸 借 で な

く,か つ 住 居 賃 貸 借 や 営 業 目 的 の不 動 産 賃 貸 借 とみ られ な い 不 動 産 賃

貸 借 をい う。 この 類 型 の 賃 貸 借 は比 較 的 まれ で あ っ て 契 約 自 由 の 原 則

が 支 配 す る 。

lagersmal婚 姻 外 の性 的 交 渉 の 旧称 。

15gstabudet最 低 売 却 価 額 。

lan県 。 行 政 上 の 区域 。全 国 が21に 分 か れ る(か つ て は24)。

lansratt行 政 地 方裁 判 所 。 原則 と して各 県 に一 つ存 在 す る 。 〔地 方 裁 判 所

と数 が 異 な る。〕

lansrattsn・tarie行 政 地 方 裁 判 所 の 司 法 実 務 修 習 生 。 た ん にlansnotarie

と もい う。tingsratt(地 方裁 判 所)*に お け るtingSnOtarie*に 対 応 す る 。

lansstyrelse県 中央 行 政 庁 。landsh6vding(県 知 事)を 長 とす る県 内 に

お け る 国 の行 政 の総 合 的 執 行 機 関 。 〔県 内 の 行 政 事 務 は県 参 事 会 に よ っ

て も行 わ れ る の で,日 本 の 県 と同様 に理 解 して は な らな い 。 ち な み に,

県 知 事 は 引 退 した 政 府 高 官 や 政 治 家 な どが 任 命 され る の が 通 例 で,名

誉 職 的 な ポ ス トとい える 。 中央 行 政 庁 につ い て は,拙 著 『ス ウ ェー デ ン

の 司 法 』6頁 以 下 参 照 。〕

16fte約 束(の 表 示)。 他 人 に対 して義 務 を負 う法 律 行 為 。 契 約 の 申込 み

は そ の典 型 例 。 申込 み の拘 束 力 につ い て はkontraktsprincipen(合 意

(承 諾)原 則)宰 と16fteprincipen(約 束 原 則)*の 対 立 が あ る 。 前 者 は 申

込 み 自体 の拘 束 力 を否 定 し(例 え ば英 国),後 者 は これ を認 め るが,ス

ウ ェ ー デ ン法 は後 者 の立 場 に立 つ 。

16ftesed約 束 宣 誓 。真 実 を供 述 す る こ と を保 証 す る宣 誓 。promisorisked

もみ よ。

loftesman保 証 人 。borgensman*に 同 じ。

loneskydd賃 金 保 護i。労 働 者 の 賃 金 債 権 に対 す る各 種 の法 的 保 護i,例 え

ば 強 制 執 行 の 制 限,使 用 者 が破 産 した場 合 にお け る優 先 弁 済権 お よび

国 に よ る保 障,使 用 者 か らの相 殺 の 制 限 な ど を意 味 す る。 国 に よ る保
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障 の最 高 額 は現 在 一 人 につ き10万 クロー ネ。 「賃 金 保 障法(1992=497)」

が あ る 。

lonexekution賃 金 債 権 に対 す る強 制 執行 。inforsei,utmatningavlonも

み よ。

..lo
nskaage未 婚 の男 女 間 の性 交 渉 の法 的 旧称 。

lopandeskuldebrev流 通 的 債 務 証 書,約 束 手 形 。skuldebrevも み よ。

losegendom不 動 産 以外 の全 て の 財 産 。不 動 産 に対 す る用 益 権,担 保 権

等 の 制 限 物 権 も含 む 。 た だ し,sevitut(地 役 権)*は 例 外 で,不 動 産 の

一 種 のtillbeh6r(従 物)*と され る。

lossak不 動 産以 外 の全 ての財 産 を構二成 す る物,有 体 物 動 産。16segendom

は金 銭,有 価 証 券,各 種 の権 利 を含 むが,16ssakは これ らを含 ま ない 。

10sekilling(16sen)回 復 請 求償 金 。losningsrattも み よ。

losningsratt(原 所 有 者 か ら善 意 取 得 者 に対 す る)回 復 請 求 権 。現 所 有 者

の 意 思 に反 して も償 金 の 支 払 に よ り財 産 を 回復 す る こ とが で きる前 所

有 者 の 権 利 。 例 え ば,動 産 の 前 所 有 者 は 善 意取 得 者 に対 して この 権 利

を有 す る 。loseskilling(16sen)参 照 。

losore有 体 物 動 産 。10ssakに 同 じ。 自動 車,家 具,動 物 な ど。

losorekop(引 渡 しな しの)動 産 売 買,売 渡 担 保 。特 別 の売 買 契約 証 書 の

作 成,そ の 内 容 の 新 聞 に お け る公 告 お よび 執 行 官 局 に対 す る登 録 を行

い,そ の 後30日 内 に差 押 え ま た は破 産 の 申立 て が な け れ ば,買 主 は引

渡 しな しに物 権 的 保 護 を取 得 す る。 売 買 とい う よ り も一 種 の担 保 設 定

取 引 。 「買 主 が 売 主 の 管 理 に委 ね る動 産 の 取 引 に 関 す る法 律(1845:

50s.1)」(い わ ゆ る動 産 売 買 法)が あ る。

Mの 部

majusincluditminus大 は小 を兼 ね る,よ り大 な る もの は よ り小 な る もの

を包 含 す る。 例 えば,st61d(窃 盗 罪)*に 関す る陳 述 は,軽 微 な窃 盗 罪

とみ られ るsnatteri(窃 盗 軽 罪)*の 陳 述 も包 含』し,1000キ ロ グ ラ ム の

小 麦 粉 を給 付 す る義 務 は,も ち ろ ん 先 に給 付 さ れ た500キ ロ グ ラ ム の
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給 付 義 務 を包 含 す る。 〔ス ウ ェ0デ ン刑 法 にお い て は,通 常 の 窃 盗(8

章1条)と 窃 盗 軽 罪(同 章2条)と は異 別 に規 定 され てい る。〕

make配 偶 者 。

maktexcess(公 的)権 限 の ゆ越 。公 的 機 関 が そ の 権 限 を本 来 の 目的 を超

えて用 い る こ と を意 味 す る。proportionalitetprincipen参 照 。

malafides(ondtro)悪 意 。

malafidessuperveniens後 発 的 悪 意 。

malefactor犯 罪 者 。

mandant委 任 者,委 託 者 。

mandat(mandatum)委 任,委 託 。uppdargに 同 じ。

mandatarie受 任 者,受 託 者 。

man"attid(選 挙 に よ る)任 期 。valperiodに 同 じ。

mananmanmotborgenarer債 権 者 無 視 の 罪(刑 法11章4条)。 支 払 不 能

の状 況 に あ る債 務 者 が 特 定 の債 権 者 に有 利 な行 為 を,他 の 債 権 者 の 犠

牲 にお い てす る こ と。 例 え ば,弁 済 期 前 の支 払,担 保 の供 与 な ど。

varsloshetmotborgenarer参 照 。

mantalskrivining住 民 調 査 登 録 。 現 在 のfolkbokf6rring(住 民 登 録)*に

相 当す る従 前 の 制 度 。

marknadsdomstolen市 場 裁 判所 。konkurrenslagan(「 競 争 法(1993:20)」

そ の他 一 連 の独 占禁 止 お よび消 費 者保 護i法令 に関 す る訴 訟 お よび案件 を

取 り扱 う特 別 裁 判 所 。 「市 場 裁 判 所 等 に関 す る法 律(1970=417)」 が あ

る 。所 長,副 所 長 お よび5名 の 特 別 構 成 員 に よっ て構 成 され る。 所 長,

副 所 長 お よ び特 別 構 成 員 中 の1名 は裁 判 官 経 験 を有 す る法 律 家,そ

の 他 の 特 別 構 成 員 は 経 済 専 門 家 で な け れ ば な ら な い 。konsument-

ombudsmannen参 照 。

marknadsstorningavgift市 場 行 動 違 反 手 数 料 。「市 場 行 動 法(1995:450)」

に違 反 す る市 場 行 動 に対 して科 せ られ る違 反 手 数 料 。 同法22条 以 下 が

定 め る。

..
massaorgenar財 団債 権 者 。massafordran参 照 。
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massafordran財 団債 権 。konkurs参 照 。

massagald財 団 債 務 。 破 産 財 団 自身 が 引 き受 け るべ き債務,例 えば破 産

手 続 中 に従 前 の事 業 活 動 を継 続 した こ とに よ り生 じた債 務 を い う。 財

団債 権 とな り優 先 弁 済 を要 す る。

massapapper大 量 債 務 証 書,債 券 。 多 数 の人 か ら資 金 を借 り入 れ る 目的

で 大 量 に発 行 され る流 通 的債 務 証 書,す な わ ち 国公 債 お よ び社 債 の こ

と。obligationに 同 じ。

matersempercertaest母 が 誰 か は常 に確 実 で あ る。

materielleditionsplikt実 体 法 上 の 文 書提 出義 務 。

materiellprocessledning実 体 的訴 訟 指 揮 。 訴 訟 の 実 体 面 に 関す る訴 訟 指

揮 の こ と。

materiellrattskraft既 判 力,実 体 的確 定 力 。rattskraftに 同 じ。

matrimoniumclaudicans破 行 婚 。

MBL共 同 決 定 法(の 略 語)。 正 式 名 は 「労 働 生 活 にお け る共 同決 定 に

関す る法律(1976:580)」 。 この法 律 は労 働 関係 法 令 の 中 で 中心 的地 位

を 占め る。

m.b.p.a.(medbegransadpersonligansvarighet)の 略 語 。 「制 限 され た

人 的 責 任 を もっ て。」 従 前 の法 律 で 経 済 的社 団 につ い て用 い られ た。 反

対 はutanpersonligansvarlighet(人 的責 任 な しに)。

medborgarskap国i籍 。

medborgarvittnen(尋 問 等 の 警 察 活 動 に立 ち 会 う)市 民 証 人 。 「市 民 証 人

に関す る法 律(1981:324)」 が あ る。f6rh6rsvittne参 照 。 〔拙 稿 「刑 事

裁 判 と警 察 」 『誤 判 救 済 と刑 事 司 法 の 課 題 一 渡 部 保 夫 先 生 古 稀 記 念 』

(2000,日 本 評 論 社)中 に,こ の法 律 の 全 訳 が 掲 載 され て い る。〕

meddellandeavdom判 決 の 告 知 。 狭 義 で は書 面 で行 う もの をい う。

avkunnande(avdom)参 照 。

meddelarfrihet情 報 提 供 者 の 自 由。 「出版 の 自 由 に 関 す る法 律 」 お よび

「表 現 の 自由 に 関す る基 本 法 」 に規 定 され て い る,各 人 は刑 事 制 裁 な し

に印刷 物,ラ ジ オ,テ レ ビな どの メデ ィア にお け る公 表 の た め に情 報
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を提 供 す る こ とが で きる権 利 を い う。情 報 提 供 者 の氏 名 ・同 一 性 が 秘

匿 され る こ と も これ に含 まれ る。

medelbartgarningsmannaskap間 接 正 犯 。 ス ウ ェー デ ン法 にお い て は 間接

正 犯 に 当 た る よ うな 場 合 この 者 を行 為 者 とみ う る規 定 が 存 在 す る の で

(刑 法23章4,5条),こ の よ う な概 念 構 成 を行 う意 義 は 乏 しい とい わ

れ る。medverkantillbrott参 照 。

medelbartrelevantomstandigheter(訴 訟 上 の)間 接 に関 連 す る事 実,間

接 事 実 。

medgift婚 資 。hemf61jdも み よ。

medgivande(訴 訟 上 の)請 求 の 認 諾 。反 対 はbstridande(請 求 棄 却 の 申

立 て)*。eftergivande,erkannande参 照 。

medgarningsman共 同行 為 者,共 同 正 犯 。

medhjalp蕎 助 犯 。

medling調 停 。 中立 的 な 第 三 者 の助 力 に よ っ て紛 争 を解 決 す る試 み 。

medpart共 同 当 事 者 。intervenient参 照 。

medverkantillbrott犯 罪 へ の 共 同。 共 同 正 犯,教 唆,甜 助 の い ず れ を問

わず,犯 罪 に対 す る全 て の 可 罰 的 関与 をい う。

medverkantillskada(被 害 者 の)損 害 へ の共 同 。i損害 の発 生 に部 分 的 に寄

与 した被 害 者 自身 の行 為 の こ と。 これ が 存 す る場 合 に は,損 害 賠 償 額

が調 整 され う る(過 失 相 殺)。

medvetenculpa認 識 あ る過 失 。culpaも み よ。

medvallande共 同過 失 。medverkantillskadaも み よ。

mellanndom中 間 判 決 。損 害賠 償 請 求 訴 訟 にお ける原 因判 決 な ど。deldom

参 照 。

mellankommandepart参 加 当 事 者,独 立 当事 者 参 加 人 。intervenient参 照 。

rnellanman(契 約 にお け る)中 間者 。契 約 の 締 結 に際 して用 い られ る契 約

当 事 者 間 に介 在 す る 第 三 者 で あ る が,そ の 法 的 形 態 は多 様 で あ る。 場

合 に よ り代 理 人,取 次 人,仲 立 人 な どで あ りうる。

men損 害 。skada*の 別 称 。
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mened偽 証 罪(刑 法15章1条)。

mentalreservation心 裡 留 保 。

mervardeskatt(moms)消 費 税 。

metodpatent方 法 の特 許 。produktpatent参 照 。

m.h.p.p.(medhandp且pennaの 略 語)ペ ンを手 に持 って 。 自分 の名 を書

け な い 者 が 他 人 を用 い て文 書 に 自己 の署 名 を させ る こ と。 この場 合 前

者 は後 者 に よ っ てペ ン を動 か して い る とみ られ る 。

migrationsverket移 民庁 。外 国人 に対 す る査 証,滞 在 許 可,労 働 許可 お よ

び難民 認 定 の決 定 等 を取 り扱 う公 的機 関。 そ の前 身 はinvandrarverket。

miljobalk環 境 法 。従 前 の16の 環 境 に関 す る法 律 を統 合 した 法律(1999

年1月 か ら施 行)。balkの 中で最 も新 しい もの 。

miljobrott環 境 犯 罪 。 故 意 に例 え ば,土 壌,水 も し くは 大 気 に,人 問 も

し くは動 物 の 健 康 に対 す る軽 視 で き ない 危 険 を伴 う汚 染 を生 じ させ る

こ と,ま た は そ の他 の方 法 で環 境 に対 す る著 しい不 利 益 を生 じさせ る こ

とに よる犯 罪(環 境 法29章1条)。vallandetillmiljostorning参 照 。

miljodomstol環 境 裁 判 所 。 環 境 法 に関 す る訴 訟 を取 り扱 う裁 判 所 で,現

在 五 つ の 環 境 裁 判 所 が 地 方 裁 判 所 に置 か れ て い る 。 環 境 裁 判 所 の判 決

に対 す る上 訴 は ス ヴ ェア高 等 裁 判 所 に置 か れて い るmiljooverdomstolen

(環 境 上 級 裁 判 所)に な され る。 最 終 審 は 最 高 裁 判 所 。 環境 法20章 に

定 めが あ る 。

miljopr・cess環 境 訴 訟 。 環 境(上 級)裁 判 所 に お け る訴 訟 手 続 をい う。

環 境 法21章 以 下 に規 定 され てい る。

miljorad環 境 裁 判 官 。 環 境(上 級)裁 判 所 に存 在 す る非 法 律 家 の構 成 員 。

技 術 的 また は 自然 科 学 的教 育 を受 け て お り,か つ 環 境 問 題 に関 す る経

験 を有 す る こ とが 要 求 され て い る。 な お,環 境 裁 判 所 は非 法 律 家 の構

成 員 と してmiljoradの ほか にsakkunnigaledam6ter(、 専 門家構 成 員)

を含 む 。

miljosanktionsavgift環 境 反 則 金 。 事 業 者 が 環 境 法 の 若 干 の 規 定 に違 反 し

た場 合 に支 払 を命 じられ る反則 金 。 環 境 法30章 が定 め る。
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mindrek・nnkurs小 破 産 。 か つ て の 簡 易 な破 産 手 続 と くにfattigkonkurs

(貧 困破 産)*の 名 称 。

mindresysslomannaskapet小 管理 手 続 強制 管 理 。 不動 産 の賃 料 その他 の

果 実 を収 取 す るた め に管 理 人 が任 命 され る強 制 執行 処 分 の名 称 。 不 動 産

の そ の余 の管 理 は所 有 者 の も とに と ど まる。st6rresysslomanskapet参

照 。

minderarig未 成 年 者,責 任 無 能 力 者 。 この 年 齢 は法 律 に よ っ て異 な る 。

刑 法 で は15歳,そ の他 の 法律 で は一 般 に18歳 。 なお,古 い表 現 で は

6vermagaと い う。underarig参 照 。

minimanoncuratpraetor裁 判 所 は些 事 に 関 わ らない 。 裁 判 所 は些 事 を取

り上 げ ない こ と をい う。 〔この表 現 につ い て は,柴 田 光 蔵 『こ とわ ざの

法 律 学 』(1997,自 由国 民 社)180頁 参 照 。〕

ministerradet(Europeiskaunionensrad)閣 僚 理 事 会(EU理 事 会)。

た ん にradetと もい う。EUお よびECに お け る立 法 ・政 策 決 定 を行 う

中心 的 機 関 。

ministerstyrelse各 大 臣 の決 定 権 。regeringsarenden(政 府 案 件)*に 関 す

る所 管 各 大 臣 の決 定 権 。 ス ウ ェ ー デ ンで は形 式 的 に は こ れ を採 用 して

い な い(統 治 組 織 法7章3条)。

minnesbok(最 高 裁 判 所 の)備 忘 録 。最 高 裁 判 所 の各 部 に共 通 の もの で,

全 体 部 で 行 っ た裁 判,お よび将 来 の た め の 情 報 と して 必 要 な事 件 に適

用 され た法 原 則 や 法令 の解 釈 な どが記 載 され る 。

minorennitet未 成 年,責 任 無 能 力 。minderarighet(未 成 年,責 任 無 能

力)の こ と。

misbrukavbarman・rdning危 険情 報 設 備濫 用 罪(刑 法16章15条)。 警 報

機 や 緊急 救 助 信 号 そ の他 これ に類 す る もの の濫 用 な どに よって警 察,消

防,救 急 隊 な どの不 必 要 な安 全 活 動 を起 因す る行 為 。

missbrukavurkund文 書 濫 用 罪(刑 法15章12条)。 他 人 の 旅 券 や 証 明

書 を 自己 の もの と して使 用 す る行 為 。

missfirmelseavtjansteman公 職 者 に対 す る個 人 的 名誉 殿 損 。 か つ て存 在



54 神奈川法学第38巻 第1号2005年 (131)

し た一 種 の 名 誉 殿 損 罪 。現 在 で は 一 般 の個 人 的 名 誉 殿 損 の罪(刑 法5

章3条)に 包含 され る。

misshandel傷 害 罪(刑 法3章5,6条 等)。

modi肯eradaccept(villkoroligaccept)変 更 され た引 受(条 件 付 引受) ,不

単 純 引 受 。

modusoperandi(犯 罪 の)手 口 。

mora遅 滞 。

moraaccipiendi(moracreditoris)受 領 遅 滞(債 権 者 の義 務 の 遅 滞)。

mornsolvendi(moradebitoris)履 行 遅 滞(債 務 者 の義 務 の遅 滞)。

morant遅 滞 にあ る者 。

moraranta遅 延 損 害 金 。

mord第 一 級 殺 人 罪(刑 法3章1条)。drap参 照 。 〔strafflagen(刑 罰 法 ,

旧刑 法)はmordを 熟 慮 され た殺 人,dragを そ うで な い殺 人 と して 区

別 して い たが,現 行 刑 法 は この 区別 を採 用 せ ず,通 常 の殺 人 をmordと

し,例 外 的 に減 刑 す べ き事 情 の 存 在 す る殺 人 をdrapと す る。 この 意味

で は,謀 殺,故 殺 とい う誤 訳 は適 切 とは い い が た い面 が あ る。〕

mordbrand放 火 殺 人(危 険)罪 。 人 の生 命,健 康 また は財 産 の全 体 的損

壊 の 危 険 を意 味 す る放 火 。 「放 火 殺 人 」 とい う名 称 だ が,屋 内で 人 を焼

死 させ る こ とは もち ろ ん,生 命 の危 険 す ら必 要 で ない 。 刑 法13章1 ,2

条 が 定 め る。

morg・Ongava朝 の贈 与 。 本 来,婚 姻 初 夜 の 翌 朝,持 参 金 に対 す る一種 の

対 価 と して新 郎 が新 婦 に与 え た贈 与 。 これ に基 づ き古 い ス ウェ ーデ ン法

で は,夫 婦 間 に子 が な い 場 合,夫 の 死 亡 時 の婚 姻 権 財 産 お よび特 有 財

産 につ い て,寡 婦 はそ の一 部 を保 有 す る権 利 を有 した。 この制 度 は1920

年 まで存 続 して い た。

mortifikation文 書 の失 効 決 定 手 続 。dodandeavhandlzngも み よ。

mortiscausa死 因 の,死 亡 を原 因 とす る。interViVOS参 照 。

motbok銀 行 の預 金 通 帳 。enskiltskuldebrev(単 純 債 務 証 書)*の 一種 で

あ る。 日常 用 語 で はbankbokと い う。
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motfaktum反 対 事 実,抗 弁 事 実 。例 え ば,原 告 の支 払 請 求 に対 す る被 告

の 弁 済 や 消 滅 時効 完 成 とい う主 張 事 実 。

motforhor(証 拠 調 べ にお け る)反 対 尋 問 。korsforhor(交 互 尋 問)*と 同

意 義 だが,ス ウ ェ ー一デ ン法 で は一般 にmotf6rh6rと い う。

motiv(立 法 の)理 由書 。lagmOtivの こ と。 法 案 に添 付 され,立 案 に至 る

ま で の 経 過,法 案 内 容 の 一 般 的 原 則 お よび 各 条項 の注 釈 に関 す る詳細

な説 明 を含 む。forarbeten(立 法 準 備 資 料)*は 同意 語 。motivは ス ウ ェ

ー デ ンの 法 解 釈 にお い て伝 統 的 に極 め て 重 要 な法 源 の 地 位 を 占め て お

り,EU法 が これ に どの よ うな影 響 を及 ぼす かが注 目 され る。forarbeten

参 照 。

motpart(vederdeloman)相 手 方(当 事 者)。

motvarn(権 利 者 に対 す る)反 撃行 為 。例 え ば,窃 盗 犯 人が 盗 品 を回復 し

よ う とす る被 害 者 の行 為 に対 して暴行,脅 迫 を もって反 撃,妨 害 す る こ と。

mul(C)to(arra)poenitentialis解 約 金 。そ の支 払 に よ り契 約 の履 行 を免 れ る

こ とが で きる約 定 の金 額 。vite参 照 。

muntligfullmakt口 頭 の代 理 権(授 与)。 最 近 で は しば しば よ り正 確 な表 現

と して委 任 に よ る代 理 権(授 与)ま た は非 独 立 的代 理 権(授 与)と い

う用 語 が 用 い られ る。

muntlighetsprincipen口 頭 主 義 。 ス ウ ェー デ ン訴 訟 法 の 主 要原 則 の 一 つ 。

例 え ば,形 式 的 な 弁 論 の 更 新(口 頭 弁 論 の 結 果 陳 述)な どは禁 止 され

て い る。 訴 訟 手 続 法43章11条 以 下 参 照 。

muntligt-protokollariskprocess口 頭 一書 面 訴 訟 。現 在 の訴 訟 手 続 法(1942

年 制 定,1948年 施 行)に よる訴 訟 改 革 前 の 訴 訟 の 特 徴 。 当 事 者,証 人

は裁 判 所 の 前 で 尋 問 され たが,調 書 に記 載 され た訴 訟 資 料 の み が 判 決

の 基 礎 に 置 か れ た 。 〔わ が 国 に お け る お お む ね の 民 ・刑 事 訴 訟 の 実 態

(と くに従 前 の そ れ)を 連 想 す れ ば容 易 に理 解 で き よ う。〕

、nuntligttestamente口 頭 遺 言 。 危 急 時 遺 言 の 一 つ の形 式 で,遺 言 者 は2

名 の 証 人 の 前 で 口 頭 の 遺 言 を行 う(相 続 法10章3条)。holografiskt

testamente参 照 。
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muta賄 賂 。

mutatismustandis変 更 され るべ き ものが変 更 され て,必 要 な変 更 を加 えた

上 で 。準 用 の こ と。

mutbrott(刑 法20章2条)収 賄 罪 。bestickning参 照 。

myndighet公 的 機 関 。公 共 の た め に行 為 す る公 的 に規 整 され た機 関。 原

則 と して行 政 機 関 お よび裁 判 所 を意 味 し,政 府 と国会,地 方 自治 体 参

事 会 は含 ま ない 。 通 例 は行 政機 関 の 同義 語 と して使 わ れ る 。

myndighetsut6vning職 権 行 使 。 私 人 に とっ て利 益 ,権 利,義 務,懲 戒 処

分,解 雇 また は そ の他 同視 され る関係 につ い て 定 め る権 限 の行 使 をい

う・myndighetsut6vningは 「行 政 法(1986:232)」 そ の他 の法令 にお

け る様 々 なrattssakerhet(法 的保 障)*に 関す る規 定 に よ り制 約 され てい

る。

myndighetsalder行 為(責 任)能 力 年 齢,成 年 。 民 事 法 関 係 で は18歳 ,

刑 事 法 関係 で は15歳 。

myndling被 後 見 人 。現 在 で は未 成 年 者 に限 られ る 。

mal訴 訟 。 通 常 は訴 訟 手 続 事 件 の こ とで あ るが,た ん に本 案 自体 も意味

す る 。

m丑lsman法 定 代 理 人 。 現在 のf6rmyndare(後 見 人)*に 相 当 す る もの の

古 称 。

malsagande犯 罪 被 害 者 。 私 的訴 追 の権 限 な どを有 す る 。

malsagandebitrade犯 罪被 害 者 補 佐 人 。性 犯 罪 や 暴 力 犯 罪 等 につ い て,犯

罪 捜 査 段 階 か ら裁 判 所 に よって任 命 され る。 通 例 弁 護 士 が任 命 され,い

わ ば被 害 者 の公 選 弁 護 人 と して機 能 す る。 「犯 罪 被 害 者 補 佐 人 に関 す る

法 律(1988:609)」 が あ る 。

malsagandebr・tt被 害 者 訴 追 犯 罪,親 告 罪 。刑 法 典 の犯 罪 で はf6rtal(名

誉 殿 損)*,forolampning(個 人 的 名誉 殿 損)*の み が これ に属 す る(刑

法5章5条)。

malsagare犯 罪被 害 者 。malsagandeに 同 じ。

mangfaldigander翫t(著 作 者 の)複 製 権 。
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maklare仲 立 人 。

manniskorov略 取 誘 拐 罪(刑 法4章1条)。 一 般 に はkidnapping(誘 拐)

と よ ば れ る 。

markesforfalsking証 票 偽 造 罪(刑 法14章7条)。

monsteraatt意 匠 権 。

morktal犯 罪 の 暗 数 。

motesfrihet集 会 の 自 由 。

Nの 部

namnnupprop〔roll-call〕 個 人 の 発 声 に よ る 賛 否 の 評 決 。 国 会 に お け る 票

決 の 形 態 で,票 決 者 が 賛 否 を答 え る こ と。

narkotikl}rott麻 薬'J罪 。

narramihifaxtum,narrab・tibiわ れ に事 実 を語 れ,汝 に権 利 を 与 え よ う。

damihifactum,dabotibijusに 同 じ。

naturagaldenar自 然 債 務 者 。 そ の 相 手 方 はnaturaborgenar。

naturalexekution本 来 的 債 務 の 執 行 。 例 え ば 物 の 引 渡 しの 強 制 執 行 の こ

と 。

naturalianegotti法 律 行 為 の 常 素 。accidentalianegotti,essentalia

negotti参 照 。

naturk・llati・n遺 産 分 割 に お け る 生 前 贈 与 の 現 物 返 還 。 遺 産 分 割 に お っ

け る 生 前 贈 与 の 参 酌 の 一 形 態 で,こ の 場 合 相 続 人 は 生 前 贈 与 で 得 た 財

産 を遺 産 財 団 に現 物 で 返 還 す る こ と を 要 す る 。reallkollation*に 属 す る 。

kollaltion参 照 。

naturligavkastning天 然=果 実 。 反 対 はcivlavkastnig(法 定 果 実)*。

naturligf・rdran自 然 債 権 。 例 え ば 消 滅 時 効 が 完 成 し た 債 権 。 反 対 は

civilfordran(民 事 債 権)*。

naturratt自 然 法 。 ドイ ツ の 法 学 者SamuelPufendorg(プ ー フ エ ン ドル

フ)が ル ン ド大 学 法 学 部 の教 授 に 就 任 し(1670年),自 然 法 を鼓 吹 し た

こ と を通 じ て,自 然 法 は17世 紀 の ス ウ ェ ー デ ン法 学 教 育 に お い て 重 要
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な 科 目 と さ れ た 。 〔彼 は ル ン ド大 学 の 初 代 法 学 教 授 。〕

nebisinidem「 同 一 物 に つ い て 二 度 の 訴 訟 は 許 さ れ な い 。」 判 決 の 既 判 力

を 表 現 す る文 。bisdeeademrenesitactioに 同 じ。

neeatjudexultrapetitapartium「 裁 判 所 は 当 事 者 が 申 し立 て な い事 項 につ

い て 判 断 す る こ と は で き な い 」 とい う法 原 則 の 表 現 。

nepr・cedatjudexex・ffici・ 「訴 訟 を 追 行 す る の は 当 事 者 で あ っ て,裁 判

所 で は な い 」 と い う法 原 則 の 表 現 。

nedrejustitierevisionen下 級 司 法 上 告 院,旧 最 高 裁 判 所 調 査 官 室 。18世

紀 中 葉 か ら1972年 ま で 存 在 し,最 高 裁 判 所 調 査 官 室 と して の機 能 を 果

た した 。revisionssekreterare参 照 。 〔拙 稿 「最 高 裁 調 査 官 制 度 の 比 較

法 的 検 討 一 ス ウ ェ ー デ ン に お け る 上 告 調 査 官(revisionssekreterare)

の 紹 介 を 中 心 と して一 」(民 商 法 雑 誌84巻1号)に や や 詳 しい 記 述 が あ

る 。〕

nedsattningavinteckinginteckning(抵 当 権 価 額 登 記)*の 優 先 弁 済 権 順

位 の 引 下 げ(土 地 法22章9条)。

nedsattningavpengariallmantforvar金 銭 を供 託 す る こ と。allmantforvar

もみ よ。

nedsattningavpafoljd減 刑 。 法 定 の 刑 事 制 裁 よ り も軽 い もの を科 す る こ

と。 例 え ば,行 為 時 に21歳 未 満 の 者 に対 して 行 う こ とが で きる 。 刑 法

29章3,5,7条 が 規 定 す る 。

negativfaststallelsetalan消 極 的 確 認 の 訴 え 。positivfaststallelsetalan参

照 。

negativforeningsratt消 極 的 団 体 結 成 ・加 入 権 。fackf6rening(労 働 組

合,専 門 職 組 合)の 外 部 に あ る権 利 。organisationsklausul参 照 。

negativforpliktelse消 極 的 義 務 。 あ る こ と を 許 容 ま た は 受 忍 す べ き義 務 。

negativkausalitet消 極 的 因 果 関 係 。不 作 為 に 基 因 す る 因 果 関 係 。例 え ば,

あ る 人 が 積 極 的 措 置 を と る の を怠 っ た こ と に よ り損 害 が 生 じた 場 合 。

negativklausul消 極 的 条 項 。 与 信 行 為 の 債 務 者 は そ の 債 権 者 以 外 の 者 に

担 保 を供 与 し て は な ら な い 旨 の 与 信 契 約 に お け る 条 項 。
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negativmedverkan(犯 罪 へ の)消 極 的 共 同 。不 作 為 に よる犯 罪 へ の共 同 。

例 え ば犯 罪 を暴 露 しない こ と(そ の義 務 が 存 在 す る場 合 に)。

negativtkontraktintresse消 極 的 契 約 利 益,信 頼 利 益 。 当 事 者 が 契 約 の 成

立 を信 頼 した こ と に よ る直 接 の 損 失 。 この 場 合 そ の 当 事 者 は原 則 と し

て 損 害 賠 償 に よ り契 約 締 結 前 の 経 済 的 状 態 に置 か れ るべ きで あ る 。

positivtkontraktintresse参 照 。

negativtservitut消 極 的 地 役 権 。承 地 地 所 有 者 の 義 務 の こ と。

negatoriskaganderattstalan所 有 権(妨 害 禁 」L)確 認 の 訴 え。

negotiabilitet流 通 性 。 形 容 詞 はnegotiabel。

negotiorumgestio事 務 管 理 。 事 務 管 理 者 はgestor。 ス ウ ェー デ ン法 に は

事 務 管 理 に 関す る 明文 の規 定 は存 しな い 。

negotiumclaudicans肢 行 的法 律 行 為,相 対 的 無 効 行 為 。

neminiressuaservit何 人 も自分 の所 有 物 につ い て制 限物 権(例 え ば地 役

権)を 設 定 す る こ とはで きない,と い う法 原 則 の表 現 。この原 則 はス ウ ェ

ー デ ン法 にお い て はagareservitut(所 有 者 地 役 権)*が 確 立 して い る こ

と に よ っ て打 破 され て い る。

nemojudexsineauctore(actore)裁 判 官 で は な くて 当事 者 が 創 作 者 で

あ る。 訴 訟 手 続(開 始 等)の 主 導 権 は 当事 者 に あ り,裁 判 官 にあ る の

で は ない とい う法 原 則 の表 現 。

normavtal規 範 契 約 。 他 の 契 約 の た めの 規 範 を包 含 す る契 約 。 例 え ば 労

働 協 約 は,個 別 の雇 用 契 約 の た め の規 範 を包 含 す る。

normprovningsratt規 範 審 査 権 。lagprovningsratt(法 令 審査 権)*の こ

と。

normeradeboter標 準 化 罰 金 。一 定 の算 定根 拠 に よ り定 め られ る罰 金 。 例

え ば,ト ロー ル網 に よる密 漁 の罰 金 額 は,そ れ に使 用 した船 舶 の エ ンジ

ンの大 き さ に よ っ て定 め られ る。刑 法25章4条 等 が 定 め る。

notarie司 法 実 務 修 習 生 。 司 法 実 務 修 習 はnotarietjanstgoring。 〔拙 著

『ス ウ ェ ー デ ンの司 法 』98頁 以 下 参 照 。〕

notarieavdelning(銀 行 の)証 券 管 理 保 管 ・法 務 部 。
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notariuspublicus公 証 人 。 県 中 央 行 政 庁 が 任 命 す る 。 「公 証 人 に 関 す る 法

律(1981:1363)」 が あ る 。 〔某 法 学 教 授 の 言 に よ る と,ス ウ ェ ー デ ン

の 公 証 人 は あ ま り大 き な役 割 を 演 じ て い な い よ うで あ る 。 同 法 もす こぶ

る 簡 単 な も の 。〕

notorietet公 知 で あ る こ と。 形 容 詞 はnotorisk。

mvation更 改 。

noxa損 害,刑 罰 。

nullapoenesinecrimine犯 罪 な けれ ば刑 罰 な し。 〔以 下,類 似 の ラ テ ン語 の

表 現 を掲 出 す る が,ス ウ ェ ー デ ン に お け る使 用 状 況 を示 す 意 味 で あ る。〕

nullapoemsinelege法 律 な け れ ば 刑 罰 な し。

nullsregulasineexceptione例 外 な き規 則 な し。

nullitet無 効 。angriplighet参 照 。

nullumcrimensinelege法 律 な け れ ば 犯 罪 な し。nullapoenasinelegeの

別 の 表 現 。legalitetsprincipen参 照 。

numerusclausus物 権 法 定 主 義 。

nupturienter婚 姻 し よ う と し て い る 男 女 の こ と を い う 。

Nyttjuridisktarkiv(NJA)新 法 律(学)雑 誌 。 毎 年,DelI,IIの2巻 に

ま とめ られ て刊 行 さ れ る 。DelIは 最 高 裁 判 所 判 例 集 で あ り,DelHは

立 法 理 由 書 の 重 要 部 分 を 掲 載 す る 。

nyttjanderat用 益 権 。servitut(地 役 権)業 は 用 益 権 に は 含 ま れ な い 。

nad恩 赦 。 宣 告 さ れ た 刑 の 全 部 ま た は 一 部 の 免 除 。benadingも み よ。

namnd参 審 。 そ の 構 成 員 はnamndemanと い う。 〔な お,namndは 合 議

体 の 公 的 機 関 の 名 称 と して も多 用 さ れ て い る 。 こ の 場 合 は 「委 員 会 」 と

い う訳 語 が 適 切 。〕

narstaenderattigheter著 作 隣 接 権 。

nodratt緊 急 避 難 。 過 剰 緊 急 避 難 はn6dexcess。nodvarn参 照 。

nodtestamente(nodfallstestamente)危 急 時 遺 言 。holografiskttesaamente,

muntlikttestamente参 月蛋。
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nodvandigprocessgenmenskap必 要 的 共 同 訴 訟 。

nodvarn(nodvarnsratt)正 当 防 衛 。 過 剰 防 衛 はnodvarnexcess。

nodvarnshjalp正 当 防 衛 援二助 権 。 正 当 防 衛 者 を援 助 す る 権 利 で 各 人 が 有

す る 。

n6jdf6rklaring(有 罪 判 決 を受 け た 被 告 人 の)上 訴 権 の 放 棄 。

(以 下 次 号)

中間の後記一 その2

今 回か ら校 正 な どにつ いて法 政大 学非 常勤 講 師の千葉 華 月 さんが協力

して くだ さる ことになった。同氏 はウプサ ラ大学 で医事 法 ・家族法 につい

て約2年 間研 究 を積 み最近帰 国 され た新 進 の学 者 であ る。横 浜国立 大学

で 山田卓生教授 の指導 の も とに学位 を得 られた。 かね て親 交 のあ る 山田

教授 か らの ご紹介 で,私 が ウプサ ラ大 学留 学 につ いて多少 お世 話 した こ

とが一 つの機縁 に な り,ス ウェーデ ン法研 究 の分 野 に有力 な新 人 の誕 生

をみた次第 である。 なお,ス トックホルムの法律 事務所 に勤務 す る坂本 一

オロ フソン優i子さんか らもご助力のお 申出 をいだいてい る。同氏 はウプサ

ラ大 学法 学部 を卒 業 し,ス ウ ェーデ ンの法律 家資 格 を有す る唯 一 の 日本

人である。お二人 の ご支援 は まことに有 り難 い こ とであ る。驚馬 に鞭打 っ

て仕事 に励 まなけれ ばな らない。(2005年5月 初旬脱稿,同 年9月 一部改

稿。)


